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議 事 日 程  （第３号） 

 

令和３年３月５日（金）午前10時開議 

 

日程第１        一般質問 

             質問順序  １．17番 神谷 里枝 

                   ２．９番 楠 浩幸 

                   ３．８番 高柳 達弥 

                   ４．３番 滝本 幸夫 

                   ５．２番 加藤 浩司 

 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（加藤弘己） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

 ここで、副議長より挨拶を申し上げます。 

  〔副議長 竹内祐子登壇〕 

○副議長（竹内祐子） おはようございます。副議

長の竹内祐子でございます。皆様にはいつも市議会

に関心をお寄せいただき誠にありがとうございます。

議会を代表してお礼を申し上げますとともに一言御

挨拶を申し上げます。 

 暖かな日差しとともに花壇にも色鮮やかな花々が

咲き始め、春を感じられるようになりました。10年

前の３月11日、午後２時46分、三陸沖を震源とする

マグニチュード9.0の大地震が東日本を揺るがしま

した。巨大地震は大津波と原子力発電所の事故を誘

発し、太平洋沿岸の各地では人々の生活が一瞬のう

ちに破壊されました。震災直後、人々は生きること

に精いっぱいで復旧・復興の道筋は見えず絶望のふ

ちにいましたが、全国そして国境を越えて多くの支

援の手が差し伸べられたことは御承知と思います。

これまでに見られなかった自発的な自治体間の支援、

市民や民間企業、ＮＰＯ、ボランティアなどの連携

が大きな力を発揮したことを今でも忘れられません。

東日本大震災で生み出された絆という言葉も忘れら

れません。 

 市議会では防災特別委員会を設置し、震災から４

か月後の７月に湖西市の地震・津波対策に反映する

という目的で被災地を視察しました。どの地区も大

変悲惨なものでした。瓦礫の撤去もスムーズにいっ

ておらず、家も人影もなく重機の音だけが響いてい

たことを思い出します。 

 陸前高田市の鉄骨がむき出しになった庁舎、釜石

市の中国船が道路の岸壁に刺さったままになってい

たこと、宮古市の田老地区の日本一の防潮堤の被災

状況には言葉が出なかったこと、世界の防潮堤と言

われたものが大津波で大被害を招いてしまったこと

の悲惨な跡を見て、防潮堤は減災対策においては必

要なものだったと思いますが、津波状況を察知でき

ないほどの高さにする必要はなく、津波が来たら高

いところへすぐ逃げるという習慣を身につけること

のほうが大事だということを学びました。 

 新型コロナウイルスにより、私たちはストレスを

抱えた生活をしています。今思えば、何げない普通

の生活がありがたいものだったと感じます。 

 私たちはコロナ禍の中で自己中心的な考え方に陥

りやすくなっているときだからこそ、もう一度過去

の出来事を思い出し、本当にここに住んでいて、暮

らしていてよかったという優しさ、思いやり、支え

合いの地域づくりができるといいと思います。 

 さて、今定例会では16人の議員が一般質問をしま

す。質問はＤＸ推進による行財政改革について、廃

棄物処分対策の推進、新型コロナウイルス対策につ

いて、市民協働、浜名湖の漁業振興施策と観光、防

災・減災対策などです。質問は市の行政全般から地

域での住民生活に密着していることなど様々です。

安心・安全で住んでいてよかった湖西市を目指して

行われます。お時間の許される限り、視聴していた

だきますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせてい

ただきます。 

 本日はありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 挨拶は終わりました。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 今回、16名の議員の一般質問が通告されておりま

す。一般質問の日程を本日から３日間予定しており

ますので、本日５名、８日に５名、９日に６名の一

般質問を行うことといたします。予定された３日間

の日程で全ての一般質問が終えられるよう、質問者

及び答弁者の御協力を強くお願い申し上げます。本

日の質問順序は、受付順により１番、神谷里枝さん、

２番、楠 浩幸君、３番、高柳達弥君、４番、滝本

幸夫君、５番、加藤治司君と決定いたします。 

 初めに、17番 神谷里枝さんの発言を許します。
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それでは17番 神谷里枝さん、どうぞ。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。通告に従い

まして一般質問を行わせていただきます。 

 まず最初に、ＤＸ推進による行財政改革について

であります。 

 2018年経済産業省はデジタルトランスフォーメー

ションを進めないと、日本は2025年以降、毎年12兆

円もの経済損失が生じる可能性がある、いわゆる

2025年の崖というものですけども、これを指摘しま

した。 

 そして、昨年の新型コロナウイルス感染拡大によ

り、行政におけるデジタル化の立ち後れが浮き彫り

となり、政府においてはデジタル庁を立ち上げ、デ

ジタル化を集中的に進める方針を打ち出しています。 

 湖西市も行財政改革アクションプランの期限が今

年度で終了する中、デジタルスマートシティの実現

に向け、市長を本部長にデジタルトランスフォーメ

ーション推進本部を立ち上げ取り組んでいるところ

であります。そこで、住民の利便性向上と業務効率

化を図り、持続可能なまちづくりを推進するために

質問させていただきます。 

 まずデジタルトランスフォーメーションの取組に

ついて。 

 昨年の10月26日の報道発表によりますと、市が取

り組もうとしている施策の例として４点ほど挙げら

れておりました。そこでお伺いいたします。 

 １つ目、行政手続のオンライン化について押印の

見直しが上げられておりましたが、これは昨日可決

されました。そこで住民の利便性向上、業務効率化

の観点から各種証明書申請の電子化について検討状

況と今後の方針についてお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

  〔企画部長 鈴木 徹登壇〕 

○企画部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 今年度、行政手続のオンライン化プロジェクトチ

ームを立ち上げ、オンライン化推進のためデジタル

化の前段階として押印見直しを行うこととし、申請

書等の押印見直し基準により押印を求めている諸手

続の調査を行いました。昨日の質疑の答弁と重複を

しますが、結果としまして押印を求めるものが

1,384件でございましたが、見直しにより押印の廃

止ができない契約書や請求書関係など173件を残し

1,211件の申請書等の押印が廃止できる見込みでご

ざいます。 

 今後につきましては、令和２年12月に総務省が策

定したデジタル社会構築に向けて自治体が取り組む

べきことをまとめた計画、自治体ＤＸ推進計画の中

でも自治体の行政手続のオンライン化が重点取組と

して上げられ、全国統一的に進めていくことから、

国が今年の夏頃に示します手順書やスケジュール等

に従いながら行政手続のオンライン化を進め、市民

の皆様の利便性の向上につながるよう、全庁的に取

り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

昨日お伺いしました内容、また夏頃、国のほうが統

一的に出してくるということは承知しております。 

 そういった中で、現在、湖西市として今まで電子

申請していたのは、自分の中では入札関係とかは電

子申請が行われていたと思うんですけども、今後に

向けて国のほうがどういったメニューを出してくる

かはちょっと分からないんですけども、職員との対

面申請に負担の大きい例えば不妊治療費の助成や障

害関係とかそういったものを湖西市として電子申請

に取り組むとかそういったお考えはいかがでしょう

か。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） 夏頃に国のほうが先ほど

示すというような回答をさせていただいたんですが、

国のほうで今後17の標準的な仕様というものを出し

てくるというふうに聞いております。そういった中

で、総務省であれば住民記録ですとか地方税の関係、

あと厚生労働省のほうでは社会保障そういったもの

が標準のものが示されてくると。それに合わせて、

まず国のほうは各住民記録の標準仕様とかそういっ

たもの、国のほうのサーバーを使った標準的な統一、

そういったものを今後令和６年ぐらいまでに統一的

に指示を出して進めていくということを言っており

ます。 
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 ですので、今議員が言われたようななかなか市独

自である個別のものを積極的に電子化を進めていく

ということよりも、まずは全国的に標準的な仕様、

そういったものが出てきますので、まずはそれに沿

ってほかの他市町そういったところとも歩調を合わ

せる中で何から取り組んでいくかという部分に重点

を置いてやっていきたいと思います。 

 費用を先にかけてしまって二重投資になってもい

けませんので、まずは国の仕様に今後は合わせてい

くという方針で進めたいと思います。以上でござい

ます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 例えばそういった不妊治療助

成でも市町によって対応状況も違うと思いますし、

実際もう取り組んでいるところもあると思います。

ですので、やはり湖西市を選んでもらうためには先

に勝負をかけることも必要かなとも思ってみたりし

ますので、私はある程度湖西市として積極的に取り

組んでいくということも必要ではないかなと感じて

おります。国のほうが夏頃に17の仕様が出てくると

いうことですので、確かに費用がダブってはいけな

いということも分かりますけども、じゃあ夏頃まで

に湖西市としてもしそういったメニューが含まれて

いなかったら、その時期に合わせて電子申請を検討

するというそういったお考えを持っていただけるで

しょうか。まだ少し数か月ありますのでその間にプ

ロジェクトチームで検討するということはやってい

ただけますか。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） まず何からできるかとい

う部分なんですが、そこについてはしっかりとプロ

ジェクトチームの中で全庁的に情報共有しながら進

めてまいりたいと思います。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） やっぱり電子申請のいいとこ

ろというのは、何となく気後れがするとか対面申請

に負担が大きいところへの配慮が大きいかと思いま

すので、そういった方面への配慮をお願いしたいと

思っております。 

 そういった電子申請化するについて、例えば条例

の改正とかそういったこともお考えでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） 実際に、デジタル手続法

というのの改正がございました。これが令和２年３

月議会でこの辺の議題として上げさせていただきま

したが、国のほうからそういった指示が参ればそれ

に対応して今後進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

 湖西市のほうでは湖西市情報通信技術を活用した

行政の推進に関する条例というものがございます。

それについて今後、夏に向けて国のほうが示してく

る内容で必要があれば見直しは進めてまいりたいと

考えております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では２問目に入りたいと思います。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） スマートフォンなどから市役

所の様々な部署への申請手続が集約された画面やア

プリなどから簡単にできるシステムを構築、オンラ

イン申請総合窓口へのお考えはいかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） お答えいたします。 

 議員御提案のスマートフォンを用いての申請手続

については、これは非常に有効な手段であるという

ふうに認識をしております。 

 ２月12日に表明しましたデジタルファースト宣言

でも掲げたとおり、市民の皆様の利便性の向上を第

一と考えておりますので、これにつきましても先ほ

ど申し上げた手続のオンライン化と同様に国の方針

やスケジュールを基に進め、行政手続のオンライン

化プロジェクトチームにおいて誰もが使いやすい仕

組みを検討してまいりたいと考えております。以上

でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、そちらのほう

も夏以降になるっていう見通しでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） 実際、自分も今スマート
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フォンで試しにどんな画面があるか試してみたら、

湖西市でも一応電子申請の画面があっていろいろ手

続ができるようにはなっております。ただ、申請か

ら書類が送られてくるまで全てではなくて、やはり

一度は市役所に持ちに来てお金を払わなければなら

ないという今は申請の状況です。また、スマートフ

ォンでは利用できないですという項目がありまして、

パソコンからはできるんですけどスマートフォンで

は表示はされるんですけどこの機能は利用できませ

んというのがあるもんですから、そういった改善も

含めて今後は、既に電子申請という形態は取ってお

るもんですからそれをどこまで改善できるかという

部分については随時、時期がいつというわけではな

くて更新できるものはやっていきたいというふうに

考えております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） すみません、再確認になりま

すけども全庁的にわたった電子申請できるものを一

つのアプリにまとめるというそういう解釈でいいで

すね。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） もちろん、最終的にはそ

のように利用しやすい形態を取っていきたいと考え

ております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。ぜひ

ともよろしくお願いしたいと思います。 

 では次の３番目の質問に移ります。 

 公共料金、税金などの支払いのキャッシュレス化

についてでありますが、非接触型の決済は感染拡大

防止や業務の効率化が図られ、今後ますます導入さ

れると思います。現在、考えられているキャッシュ

レス化の対象項目や現在の進捗状況をお伺いいたし

ます。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えをいたします。 

 キャッシュレス化につきましては、大きく分けま

して税等の納付に関するキャッシュレス化と、あと

窓口で支払われる手数料関係等のキャッシュレス化

という形で、２つの方向で今まで検討してまいりま

した。 

 税等に関するキャッシュレス化につきましては市

県民税、住民税、あと固定資産税、都市計画税、軽

自動車税、それと国民健康保険税と市営住宅の使用

料、また上下水道の使用料、大きく分けてこの項目

になります。これをこの４月から開始する予定で今

現在準備を進めております。 

 もう一つのほうの窓口手数料等につきますキャッ

シュレス化につきましては住民票、印鑑証明書、納

税証明書等の手数料とちょっと毛色が変わるのです

が、海湖館におけるバーベキュー場の使用料など、

こちらにつきましては令和３年８月から開始する予

定で今現在進めているところであります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。 

 まず税金関係についてでありますが、例えば今、

銀行から引き落としをしているけども、せっかくキ

ャッシュレス化でポイントもたまるかもしれないと

か思ってそういった形に変えたいといった場合には、

どういった手続を取ればできるようになるんでしょ

うか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 今回、キャッシュレス化をするに当たりまして納

付書にバーコードを表示させていただきます。それ

を読み込んだ形の中で皆様はお支払いをいただくわ

けなんですが、口座振替の方につきましては現時点

ではそのバーコードは入れないと、というのはそれ

が入っちゃってますと口座でも落ちてしまいますし

間違えて自分でも払ってしまうということもあるも

んですから、口座以外の方にはそういう形のものを

入れますが、口座振替の方につきましては恐れ入り

ますけど銀行のほうに引き落としの登録がされてる

もんですから、その手続をまず解約するということ

で一度各ところ、税務課なら税務課、水道なら水道

という形のところに行っていただいて、私は口座振

替をやめてこれからはキャッシュレス等にしたいよ

という申出をしていただきたいと、そうしないと二

重に落としてしまう可能性があるもんですから。そ

うすれば、その方には改めてキャッシュレスができ
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る納付書をお渡しするという形で今は考えておりま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。キャッシュレ

ス化にしても手数料がかかるので、あまり動いてほ

しくはないというか、そういう思いもあるとは思い

ますけども、取りあえず銀行引き落としをやってい

る方で変えたいよという方は銀行へ行って引き落と

しのほうを止めて、そしてそれから市役所の税務課

へ来てキャッシュレス対応にしたいよということを

告げれば、そのときにバーコードが入った納付書を

頂いて、そのバーコードがついているので例えばコ

ンビニに行ってもいいですし、また自宅でそのまま

そのバーコードを読み取って手続を進めれば自宅に

いても納税ができていくという格好になる、そうい

うことでよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） おおむねそれでよろしい

んですが、わざわざ銀行も行って市のほうも行って

というんじゃなくて、市のほうに来ていただければ

市のほうでその手続はさせていただきますので、そ

ういう形でお願いしたいと思います。 

 今言うように納税に関しましてはキャッシュレス

化になりますのでどこでも納付できる、納付書があ

れば自宅でも簡単にできますので、ぜひとも皆さん

御利用いただきたいなと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 それから、手数料等対応で各証明書などの支払い

に電子マネーやバーコードによる決済導入というこ

とですけども、今後に向けてクレジットカードの利

用の検討などはいかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 窓口のほうのキャッシュレスに関しましてはクレ

ジットを使える形で今は考えております。税のほう

に関しましては現時点では取扱いをしていただける

業者とのあれがあるもんですから、現時点ではまだ

それは使えないという形になっております。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） やっぱり支払い方法のメニュ

ーがたくさん増えていただけるということはありが

たい、特にクレジットカードのほうが自分は使いや

すいもんですから、そういうのがあると350円かも

しれないですけどもそういう対応をしていただける

ということは市民サービスの向上につながっていい

かと思います。ありがとうございます。 

 あと、いろいろ皆さんもお買物されると分かると

思いますけども、セルフレジとかそういったものも

導入されているわけですけども、市としてはセルフ

レジそういったものは考えていらっしゃらないとい

うことでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 特に税に関しましては、

その場でやるだけですので関係ないかと思うんです

が、手数料、いろんな証明書を取ったときにそこで

現金で支払いしてもらっても結構ですし、キャッシ

ュレスをされても結構ですということで、やはりお

渡しするときにそこを選択していただくと、セルフ

レジですとまた向こうへ行ってやってくださいとい

う形になるもんですから、ちょっと今の時点では不

効率かなと考えておりますので取り入れる予定はご

ざいません。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。コンビニで住民票とかいろいろ取るとき

の空いた機械が市役所の中にはあって、タッチパネ

ル式でできたりするとまた非接触型が一歩進んでで

きるのかなとかも思ったりしたんですけども、現時

点はそういう考えだということで分かりました。 

 あと、こういったセキュリティ関係もすごく心配

なんですけども、実証実験の必要性もあるんではな

いかと自分では考えています。そういったことも含

めまして、キャッシュレス化推進に当たりまして懸

念される課題とか対応策をお伺いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 今回、キャッシュレス化

をするに当たりましては業者選定からいろんな面で



 

１１７ 

問題点、課題点をプロジェクトチームで洗い出しま

して、それで最良のところと契約していきたいと、

いろんなリスク等もある中で一番いいものをという

形で選ばせていただきました。 

 今議員がおっしゃられました実証実験、これは当

然皆さんにお渡しする前に行いたいと考えておりま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。キャ

ッシュレス化に向けていろんな課題とかまたいろい

ろ出てくるかとは思いますが、まず現時点で最良の

方法で取り組んでいっていただけるということで承

知いたしましたので次の質問に移ります。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） ４番目、市長を本部長にデジ

タルトランスフォーメーション推進本部を立ち上げ

取り組んでいるところでありますが、国は2025年度

末までに住民基本台帳や地方税、児童手当など17分

野を対象に共通システム移行の完了を目指しており、

総務省が来年度からデジタル人材確保を支援する方

針を固めたようですが、湖西市としてのお考えをお

伺いします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 デジタルに関する人材確保につきましては、国が

示すＤＸ推進計画における重点取組事項への対応、

行政手続へのオンライン化への対応など多岐にわた

り高い専門性がやはり求められております。そうし

たことから、デジタルに精通した外部人材の活用を

現在考えておりまして、積極的に取り組んでいきた

いと考えています。 

 来年度、本市としても重点施策として取り上げて

おりますので、デジタルの推進に向け民間企業が運

営する非常に優秀な人材を持ってられる派遣を紹介

する人材募集サイトを活用させていただきまして、

これは既に３月11日から募集を開始しまして、来年

度に間に合わせるような形で今進めているところで

あります。また、併せて国から専門人材支援制度の

活用に関する意向調査がございました。ＤＸを推進

するためのアドバイザーとしての役割を期待し、既

に国のほうにその申請手続を行ったところでござい

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

今の答弁を聞いて、全く詳しくない私なんですけど

も安堵するところがありました。やはり、優秀な人

材というのは今国を挙げて多分手薄、どこも取り合

い状況になっていくのかなと思いますので、手を挙

げていただいたり募集サイトに登録していただいた

というような状況の中で湖西市が取り組んでいる方

向性が見えました。御答弁ありがとうございます。 

 では次の質問に移ります。５番目です。ＤＸ推進

時代において影山市長が求める職員像をお伺いいた

します。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今るる御質問いただいて、やっぱり新しいことと

いうか当然時代の流れもありますし先進的なことっ

ていうのは受け身であってはいけませんので、極力

これはまずは一般論としてというかＤＸに限らずで

すけれども、常々職員の皆さんとか採用の面接等々

で申し上げてるのがやはり一般的なコミュニケーシ

ョン能力とかマネジメント能力これはもちろんです

けれども、何事にも明るく前向きにかつ、さっきの

受け身ではなくてスピード感を持って取り組んでい

ただくというのが、この行政サービスを市民サービ

スという意味で、極力市民サービスの向上を常に考

えていくという観点からは大事なのかなというふう

に思っております。その上で、あえてＤＸの中でと

いうのは今のところ自分のあれも含めて完璧に目指

してれば、そんな完璧な人だったら何でもできるよ

という気はしますけれども、あえてＤＸのためにと

いうのであればやっぱりこういった変化のスピード

が速くて、それこそスマホもそうですし先ほどのセ

ルフレジとかもそうですし電子申請のお話もありま

したけれども、そういったいろんな新しいＩＣＴ技

術であったり機械だったりそういうものが出てくる

中で、やはりそういったものを柔軟に取り入れたり

対応できる、まずは情報収集するようなアンテナの

高さだとか、アンテナを高く持って情報収集をして
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そしてそれを使いこなすというか、対応できるよう

な意識だったりスピード感だったりが必要で、そし

てそれをスキルとして専門性を向上させていただく

というのがやはり重要だし、もちろんそれが皆さん

ができるのが理想かなというふうに考えております

ので、これはもちろん言うのは簡単ですけれども、

自分も含めてそんな完璧に皆さんがというのはなか

なか、そこまでの方だったら先ほどのビズリーチの

人材もそうですけど、そんな方ばっかり来たら取り

合いで、1,000万円でも2,000万円でも今は取れない

と言われてる時代ですから、そういった方をしっか

りと育成できるような、１人でも２人でもそれに向

けてやっていくということが大事かなと思っていま

すので、これは内部もそうだし外部人材もそうです

し、そういった方々のお力を借りると、同時にスキ

ルアップを不断に図っていくと、そういった人材育

成の方針も引き続き総務とか人事でつくっていただ

きながらと思っています。 

 もともとやっぱり、市役所の中の人材というか採

用でもともとの専門職の方、例えば保健師さん、栄

養士さんだとか土木・技術、建築、様々な専門職と

して採用されてる方もいます。一般事務職、行政事

務として入ってこられる方もいらっしゃいます。そ

こはただ専門だけに偏ってもいけないし、行政の

方々がオールラウンドという言い方はいいですけれ

ども、どれもこれも専門性ないままに異動されても

困るので、極力、企業で言う畑のような、経理なの

か企画なのか技術なのかといったようなある程度の

そこは、全員とは言いませんけれどもある程度の畑

とか専門性を持った上でキャリアパスを重ねていく

というのも実際にそこは実務として必要だと思って

いますので、そこは求める理想像を掲げながらそこ

に近づけていくということは引き続き行っていきた

いというふうに考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。 

 私のほうの通知の仕方もＤＸ推進時代においてっ

て書きましたので、今の御答弁をいただいたわけで

すけども、そうしますと湖西市の人材育成基本方針

というのがあるわけですけども、私が調べた感じで

は平成23年８月に改定されて以来10年近くたちます

が、これを機に見直していく、今市長がお答えにな

ったようなＤＸ時代にふさわしい、ちょっと加える

ようなこともあるかと思いますけども見直していく

お考えはあるでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 すみません、平成23年っていったら僕は承知して

ませんけれども、去年の３月に人事基本方針という

のは定めて通知をさせていただいて、もしかしたら

中のものなので外部にはもちろん公表してないかも

しれませんけれども、人材育成とかもただすごく簡

単な本当の基本方針なので、そこからさらに肉づけ

は必要だと思ってます。もちろんこのＤＸもそうで

すけれども、先ほどの専門性の向上だとか具体的に

どういった研修だとかってとこまではまだ記入でき

ていませんので、まさに今ちょうどこの年度替わり

に向けて人事異動作業も人事のほうで行っていただ

いてますし、非常にそこは作業も、こういったＤＸ

も含めて作業の多い中ですし、新型コロナ対策もや

りながらですので、そんな中でもやはり人事の基本

方針そのものは不断に見直しながら改定を重ねてい

って、キャリアパスというかロールモデルみたいな

ものをつくっていけたらというふうに思っておりま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 内部的なもので昨年の３月に見直しだとかってい

うことでしたけども、行財政改革における人事評価

制度充実における取組の中に人材育成基本方針に掲

げる活気ある職員となるべくとありますので、湖西

市の人材育成基本方針を検索したわけですけども、

これが内部のものだからということだと思うんです

けども、幾ら検索してもヒットしませんでした。近

隣市は出てくるんですね、豊橋でも。ここら辺につ

いて今後どうですか、公表していくお考えといいま

すかホームページに載っけていくというようなお考

えはいかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 
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 載せてないこと自体を知らなかったので、別に載

せて問題ないと思ってます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ぜひともこれからますます人

材育成というのが重要になっていきますので、ぜひ

とも載っけていただければまた私たちも確認するこ

とができると思います。 

 人材育成っていう中では、最近ちょっと流行にな

りましたけども、余人をもって代え難しっていうの

はいかがなものかっていうことがありました。湖西

市の中でそういった人事配置をしているようなとこ

ろはないでしょうか、また今後そういったところを

検討する、また湖西市はＰＤＣＡサイクルを随分や

ってきているので、職員の意識も浸透してきている

っていう判断だとは思うんですけども、分かっては

いるけどもそれが実践として活用されているかどう

かっていうと、私はちょっと疑問を感じることもあ

ります。その辺も含めまして、今後の人材育成につ

いてどのように、影山市長のお考えは先ほどＤＸ推

進時代におけるこういった点をというのはお答えい

ただきましたけども、それを見直すとともについで

にそういった職員の意識改革とか人材育成というこ

とについてもいま一度検討していただきたい。また、

今幾ら人を募集しても人が増えない、応募がないと

いうことで会計年度任用職員等も含めて職員の適正

配置、意識改革等についてもしお答えいただける点

がございましたらお伺いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 何をお答えしたらいいかちょっと正直考えがまと

まらない、ちょっとすみません、会計年度任用職員

は全然別の話だと思うので、人事の基本方針に関し

ては去年の３月、すみません公表自体は別に今日で

もできるのでさせていただきますし、基本方針から

さらにもっと、本来ならそれは国もそうですけど詳

しいキャリアパスなりロールモデルというのはつく

っていますので、そこはそれもきっかけにした上で

職員の方々の意識改革というのか、さらに前向きと

かやる気を引き出すようなものをつくっていかなけ

ればいけないんだと、これは不断に見直していかな

ければいけないんだというふうに思っています。別

に余人をもって代え難いというか、どこの企業もそ

うですけれども今定年延長とかもやってますけれど

も異動はあるものですので、ただその中でも専門性

はつけていかなければいけないというのが一貫した

方針ですので、そういったことを生かしつつやって

いけたらなというふうに思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。ちょ

っと幅を広げ過ぎましたのでこの問題はここで終わ

ります。ありがとうございます。 

 では６問目に移ります。今年度で期限が終了とな

ります行財政改革プラン、大綱も多分今年度で終わ

りとなると思うんですけども今後の方針をお伺いし

ます。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 行財政改革につきましては昭和60年に行政改革大

綱を策定し、併用する行政需要に対応すべく改定を

重ね取り組んでおります。 

 平成13年以降、大綱の具体的な取組、達成期間、

数値目標を定めたアクションプランにより進行管理

を行ってまいりました。現在は次期総合計画をはじ

め、各課で策定する個別計画においても達成時期や

ＫＰＩの設定、ＰＤＣＡ等、行財政改革の意識を継

承した計画が多く策定されております。 

 以上のことから、行財政改革プランの策定に代わ

るものとして次期総合計画や各分野の個別計画にお

いて事務事業評価の手法を用いて施策の進捗、成果

の検証を行っていく予定でございます。 

 また事務事業評価、まち・ひと・しごと創生総合

戦略、行財政改革アクションプラン等、市民の皆様

に行政情報を発信しておりますが、いずれも事業実

績、数値目標による管理、行政課題、事業計画の設

定等、似通った行政資料であることから、統合して

進捗管理を行うことにより職員の業務量の削減、何

より事業の課題、費用対効果、重要度等を評価する

ことにより市民にとってより分かりやすい行政情報

の発信に努めてまいりたいと考えております。以上

でございます。 
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○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。 

 確かに、私たちもいろいろ似通った計画があるな

ということは承知しているところであります。先ほ

どもちょっと申し上げましたように、ＫＰＩとか事

務事業評価で職員の意識改革等もできていくってい

うことだとは思うんですけども、自分が知り得た情

報の中ではなかなかそれが実践には至ってないとこ

ろもあるなというのも気になっているところではあ

ります。 

 それこそスクラップアンドビルドの考えで行財政

改革大綱またはアクションプランはつくらないとい

うことは理解いたしますけども、私はこのデジタル

推進時代に合った行財政改革、せめて大綱ぐらいは

あったほうがいいのではないかなと考えています。

しかし、当局のほうがひと・まち・しごととかそう

いった総合戦略の中で統合して進捗管理も行ってい

くというのでまた見させていただきたいと思います。

そして、こういった私としては行財政改革っていう

のはすごく重要な位置づけの計画だと思っていたん

ですけども、こういった方針転換をしますよという

ような情報提供がスムーズに行われまして、市長部

局と議会が両輪となってＤＸ推進による持続可能な

まちづくりに市民共々一丸となって推進できていけ

ればいいなということを願いまして、まずこちらの

ほうの質問は終わります。ありがとうございました。 

 では続いて施政方針についてに移らせていただき

ます。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 施政方針の発表を受け、確認

したいことがございましたので通告させていただき

ました。 

 １点目、市民交流複合施設について議論を進める

べく準備しているとのことでしたけども、現実的な

善後策を講じるためにもまずは時間をかけて市民に

対し市の財政状況の見通しの理解を得ることがすご

く重要であると私は考えております。まず、こうい

ったことを先決で進めていくことが必要と考えてい

ますけども、お考えはいかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 おっしゃるとおり、今の行財政改革もそうですし

当然この今新型コロナも含めて厳しい財政状況にあ

りますので、そこを御説明したり発信したり御理解

いただくというのは大事なことだというふうに思っ

てます。お隣というか県内の裾野なんかも財政の非

常事態宣言、もちろんトヨタがなくなるということ

もあそこはありますし、いろんな様々な悩みはどこ

の自治体も抱えていますから、正直、裾野なんかは

ほぼ同規模ぐらいの財政規模といいますか市の規模

ですのでとっても他人事ではないというか、そこは

非常に危機感を持って見ているところです。中身を

見てると、やっぱり湖西市に比べて財調取崩しが多

かったりとか起債が多かったりっていうか、そこは

どこまで住民サービスのために使うかということで

すので、一概にどちらがいいというふうには言いま

せんけれども、財政が破綻してしまっては福祉も含

めてその他住民サービスができなくなってしまう、

結果的に切り下げざるを得ない、夕張市みたいなこ

とになってしまいますので、そこは当然こういった

新型コロナの中でも、限界と言うとちょっと語弊が

あるかもしれませんが、できる限りの財政支出と、

ただ財政状況を見ながら財政支出を行わなければい

けないというのも常に思っていますから、そこを市

民の皆さんにも状況は繰り返し発信しなければいけ

ない、ちょうど今タウンミーティングもオンライン

含めてやってますけれども、その中でやっぱり思う

のは最初に財政状況、新型コロナの10億円原資も含

めて説明するんですけれども、それはそれ、でもこ

れをやってほしいというお考えが、当然これは市民

それぞれの皆さんからすると学校のここを直したり

とか道路のここを直したりとか、新しくこういった

補助をしてほしいというお話は毎日のように承って

いますが、それはもちろん承りたいというふうに思

っています。なかなかそこは財政が厳しいと言って

るだけでは理解が得られませんので、ここは言い方

も含めて不断に発信し続けなきゃいけないかなとい

うふうに思っています。その上で市民交流複合施設

の話も出たんで改めてそこは申し上げさせていただ

きますと、市民交流複合施設に限らず市の施設とい
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うか公共施設っていうか、今やってる環境センター、

またこれからやっていく給食センターとか消防署と

か、この市役所ももちろんそうですけれども、そう

いったところの修繕だったり建て替えだったり、各

学校の統廃合ももちろんこれから、この前、総合教

育会議でもしっかり令和８年に向けて言われました

ので、そこはしっかりとやっていかなければいけな

い、その中での財源をどのように使うかということ

がありますので、そこをやっぱり御理解をいただき

ながらでもやるべきことはやんなきゃいけないとい

うのは市民複合、さっきの公共施設と市民複合交流

施設も同じだと思っています。 

 ちょうど今月から意見交換会というか新たな市民

会議で数年前に議論していただいたメンバーと、さ

らにそれに加えて自治会さんだとか文化協会さんだ

とか浜名湖青年会議所だとか、様々な施設の利用者

も含めた関わりの深い方々、高校生も含めて入って

いただきますけれども意見交換を再開というか、極

力短期間で、やっぱりどちらの意見もあって早くつ

くってほしいという方もいれば、それよりも先に学

校とかそういった教育施設、環境施設をもっと改善

すべきだという両方の意見もありますから、ここは

財政状況、今の新型コロナの減収の厳しさ、現実的

な厳しさも当時の市民会議の時点での市民交流複合

施設、新たな鷲津中学校の横に大きな施設というと

ころからある程度現時的な、環境の変化、社会情勢

の変化も含めて現実的な財政状況とか社会情勢とか、

湖西警察署は既にこの横に立っていますので、そう

いったところとの連携も含めて現実的な御議論をこ

れから頂いた上で早期に結論を出していただいて、

もちろん欲しいと言ってる方も根拠なく欲しいと言

ってるわけではなくて、こういったものができなく

て困ってるとかこういったことがやりたいんだけど

場所がないと、ホールに限らず会議室なんかもそう

ですので、そういったものを現実的な市民サービス

にお答えできるもの、またそれ以外の学校とか様々

な公共施設でのサービスが低下しないような財政状

況とのバランスを考えたものというのは市民交流の

複合施設に限らずですけれども、一つ一つ着実に前

に進めていきたいというふうに考えております。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 市長のお考えを述べていただ

き、ありがとうございます。 

 今ちょうど市長のほうからありましたけども、今

月の３月20日に開かれる団体との意見交換会が開催

されますけども、それが今までの市民会議と同じよ

うな位置づけになるっていうことでしょうか、その

辺が少しよく理解できないんですけども、そういっ

た以前のような市民会議的なものは設けずに、そう

いったいろんな立場の方との意見交換会を通した中

で、今後の複合施設についての考え方を道筋を立て

ていくそういうことでしょうか、そこの説明をお願

いできますか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 数年前の市民会議は市民会議として御報告書は頂

いています。そこからさらにちょうど１年前ぐらい

にやろうとしていたのが、新型コロナの前にワーク

ショップとして具体的な機能、図書館だったりホー

ルだったり防災センターだったりっていうような機

能をきっちり決めて、どのぐらいの大きさでどこに

建てましょうというワークショップをやっていただ

くというものが１年前に、残念ながら止まってしま

って今に至るということですので、もちろん市民会

議の報告書は報告書で今前提としてありますので、

市民会議の報告書からさらにワークショップに移行

する中での中間的な位置づけというか、もちろん

様々な利用者も含めた市民の方々に参加をいただき

ますので、そこである程度の現実的な市民交流複合

施設の在り方というもののお話をいただいて御意見

をまとめていただければというふうに思っておりま

す。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 そういった中で最初に通告しましたけども、そう

すると今回例えば３月20日に開かれる団体等の意見

交換会はその日１回で終わりなのか、例えばまた今

の市長の話ですと１回で終わりなのかなということ

も考えられるんですけども、ある程度、私はタイム
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スケジュールが組まれるのであればその中でやはり

市の財政状況の見通しというものを組み込んでいた

だきたいなって。冒頭で話をするだけではなかなか

理解がし難い部分もあるかと思います。やはりそれ

とこれとは別という考え方もあることも承知します

けども、いろんな場を見させていただく中でそうい

った場所に出て意見を発言する方っていうのは、市

の財政状況のことをある程度理解をしていただいた

中での御発言をいただいていくほうがより有効性が

高まるかなっていう感じを持っていますけども、そ

ういったことをタイムスケジュールの中に組み込む

ということは無理でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 １回で終わるとは思ってませんので、財政ももち

ろんそうですし市民会議に参加されてない方々も、

今回初めての方もいらっしゃいますんで、今の状況

というかこれまでの経過報告とさらにそこから新型

コロナウイルスだとかその他、警察の移転、消防署

の状況だとか様々な公共施設を含めた周辺の変化、

そういったものも御説明をしないといけないと思っ

てます。その中に当然財政状況、これだけの税収の

減少だとか新型コロナを含めた経済対策での厳しい

財政状況だとか、そんなものはまず冒頭も含めて御

説明をしないといけないと思ってますので、そんな

に時間をかけたくないですけれども複数回、２回と

か３回とかぐらいまではまず繰り返し御議論をいた

だいた上で、現実的な方向性は出していただけたら

というのは現時点では思っています。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。ぜひ

とも資料等もそろえていただきまして、本当に有効

性のある施設整備を行っていっていただければなと

考えております。 

 では最後の次の質問に移ります。 

 市制50周年記念事業において、市役所の若手プロ

ジェクトチームとふるさと大使、浜名湖青年会議所、

それからＫＳＬなどの市民関係者の皆様と力を合わ

せ、と、こういうふうに言われているわけですけど

も、中高年齢層の参加、企画についてはどのように

お考えなのか、また実行委員会のようなものを組織

して来年度、令和４年に行われる50周年記念事業に

向かっていくのか、その辺、組織としての形が見え

ないものですから少しお伺いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 来年の市制50周年、これはもちろん市民の皆さん

に実感していただいたりとか、当然将来に向けてつ

ながるような形でっていうのは繰り返しになります

けれども、そういった形で企画をしたいというふう

に思っておりますので、別に年齢層とか国籍だとか

そういったものを特にこだわるというか、もちろん

幅広く関係なく誰もが関わるというか、それこそ自

分ごととして考えていただくような新しいきっかけ

にもなればいいかなというふうに思っております。

この前も50周年のロゴマーク募集したら、市内から

も市外からも小学生、中学生、高校生からも500を

超える応募もいただいております。今はちょうど集

計いただいてますけれども、そういったやっぱりさ

っきの市民交流複合施設も初めて市民会議で関わっ

て市の政策とか行政に考えるきっかけができたとい

うふうなお話もいただいてますので、そこは大勢の

方々に、別に若い世代だとか中高年の方々だとかこ

だわらずに進めていきたいというのが１つ目のお答

えになろうかなと思っております。 

 ただ一つ御紹介させていただくと、実際に言われ

た、これはお年寄りから言われたお話ですけれども、

働いてる方はもちろん働いておられるので比較的そ

ういった市政に関しても、子育て世代といってもな

かなか言う時間がなかったりもしますと、ただその

方が言うにはうちらみたいな年寄りは時間があるか

らいろいろ言ってくるけれども、そういうこともあ

るけれどももっと若い人ら、働き盛りとかそういっ

た声もしっかり拾ってくれよということはお年寄り

からも頂いてますので、どの方からも。結論的に言

うのが難しいんですけど、一部の大きな声だけでは

なくて極力幅広くお声は、いろんな複数回というの

か幅広い情報収集というのか意見交換の仕方という

のかでお声を反映させていかなければいけないのか

なというふうに思っています。 
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 特に今回の新型コロナによってのタウンミーティ

ングなんかは対面式に加えてオンラインをやったら、

相当今までと違う意見交換ができていますので、子

育て世代も含めてですけれども、そういった幅広い

意見交換は先ほどの年齢や国籍、性別等にかかわら

ず続けていかなきゃいけないですし、これは50周年

の記念事業等々もその一つのきっかけになればいい

なと思っております。 

 ２つ目の実行委員会に関してですけど、もちろん

いろんな今までもおいでん祭とか様々な行事に関し

て実行委員会等々やっておられるというのは承知し

てますし、もちろんそういった形式をつくることに

よって一体感で運営していただくということももち

ろんこれはいいことだと思っております。その中で、

実行委員会であれば実行委員会という形でどんな

方々がということになるんですけれども、今までの

実行委員会でのいわゆる例えば会長クラスというか、

商工会なら商工会長とか自治会なら自治会長クラス

でとなると、その周りのと言ったらあれですけど事

務局の方々から商工会なら商工会とかそれぞれ重過

ぎて、もっと実働的なことを増やしてくれっていう

御要望も周囲の団体の方からは頂いてますので、今

記念事業の御提案等々も頂いておりますしそれを極

力たくさん企画していきたいなと思ってますけれど

も、それを実行するような委員会というようなもの

はもちろん市だけではできませんので、先ほどのＪ

ＣとかＫＳＬとか商工会とか自治会とか幅広い方々

に組織していただいて、何という名称かはともかく

としても行っていきたいかなと思っております。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりますね、確かに肩書で

出てこられて本当になかなか気軽な意見交換ができ

ないとかっていうのも往々にしてあるかとは思いま

すけども、やはり市制50周年というのはすごく重い

ことだと思うんです。私も湖西市が市制を敷かれた

ときに、ちょうど入出におりましてパレードを見た

記憶が今でもあります。若い方の発想はもちろんの

こと、やはり市制50周年というのはここまで湖西市

に住んで生活体験もいっぱいしてっていう思い入れ

が随分私は強い方も多いんではないかなと思いまし

て、ある程度、中高年齢層の方が意見を発しやすい

ような場所、また例えばどういう形であるにしろ、

実行委員体制のようなものを敷くのであれば、そう

いった中にちょっと含めていただけるとありがたい

かなっていうふうな思いで今回通告いたしました。 

 ちょっと資料を見ますと、令和４年、１年を通し

て冠事業とかそういうのをやっていくっていうよう

なことがうたわれていますけども、現時点では例え

ば今までのおいでん祭のように８月最後の日曜日こ

の日をメインの日として、表現が適切かどうか分か

りませんが大きなイベントを取りあえず行います。

それと併せて各種イベント、団体の事業等に冠をつ

けていく、そこら辺の考え方はどうですか。何か１

年を通してだらっとっていう表現はいけませんけど

もいろんなところに市制50周年、冠事業をやるって

いうこともやっていいんですけども、そのどこか１

日なりを決めてその日を市制50周年の記念式典をや

って、こういうイベントをやりますよっていうそう

いう方針は持っていらっしゃるかどうか、ちょっと

お伺いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 僕も全然とは言いませんけど、全部を企画段階で

承知してるわけではないですけれども、アイデアベ

ースで様々なことは、これは今の市のプロジェクト

チームの中でもそうですし、先ほどの団体だとか、

これは高齢者の方も含めてたくさんの御意見は頂い

ておりますので、何をやっていくかというのは今は

検討してます。 

 例えば、さっきのおいでん祭であったりとか、昔

というか数年前に１回あったような、５月31日が湖

西と読めるんで湖西の日だとかそんな話も、今の企

画とか検討段階には上がっていますし、湖西市のふ

るさと大使のほうからもこういったことを、どの日

にやるかはともかくとして湖西市の知名度を上げる

ような発信をしたいという御提案もいただいてます

ので、そこはピンポイントなこの日であったりとか、

どっちにしても１年間の期間がありますので、そこ

は複数のそんなことが１年を通じて50周年かつ将来、
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未来につながるようなきっかけになればいいなとい

うふうに思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 いずれにしましても、合併10周年もたしか50周年

が近いからということでやらなかったような気がし

ております。やっぱり合併も踏まえ、そして市制50

周年ってことですので本当に市をＰＲする、またも

ともと住んでいる湖西市民にとっても心に残るよう

な記念行事を企画していただけるということを期待

申し上げまして、私の一般質問を終わります。御答

弁ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で17番 神谷里枝さんの

一般質問を終わります。 

 ここで休憩を取りたいと思います。暫時休憩とい

たします。再開を11時20分とさせていただきます。

11時20分ですのでよろしくお願いします。 

午前11時09分 休憩 

───────────────── 

午前11時20分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き一般質問を続けます。 

 次に９番 楠 浩幸君の発言を許します。それで

は９番 楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） 改めまして、皆さんこんにち

は。９番 楠 浩幸でございます。今回も元気に一

般質問させていただきたいと思います。 

 さて、通告は１点でございますけれども、今回は

趣向を変えて多めの質問を出させていただいており

ます。 

 お題は湖西版の令和の日本型学校教育の構築を目

指してというお題でございますけれども、Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ5.0、新型コロナウイルスの感染症の拡大な

ど急激に変化する時代の中で、中央教育審議会にお

いて全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な

学びと協働的な学びの実現に向けて答申が出されま

した。御案内のとおりだと思います。 

 今回、これに基づいて質問をするわけなんですけ

れども、答申では将来を担う児童生徒たちが持続可

能な社会の創り手となるよう、９つの具体的な施策

が提言をされました。あわせて、現行ですけれども

湖西市の教育振興基本計画の期間が今年度で終了す

るということが重なりまして、この計画の総括も踏

まえて本市の課題を考える機会として確認をさせて

いただきたいというふうに思っております。 

 まず、湖西市教育振興基本計画の成果と課題を踏

まえて３点ほど質問いたします。 

 １つ目の質問です。湖西市の子供たちはどのよう

に育ってほしいかということをまず伺いたいと思い

ます。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

  〔教育長 渡辺宜宏登壇〕 

○教育長（渡辺宜宏） 質問にお答えをします。 

 湖西市教育振興基本計画では、「やさしく、たく

ましい、こころざしのある“ひと”を育てるという

理念を持って取り組んでまいりました。 

 学校教育におきましても「生きる力」の育成を基

本理念とし、知識・技能の修得と思考力・判断力・

表現力などの育成のバランスを重視するとともに、

豊かな心や健やかな体の育成を目指してまいりまし

た。 

 この７年間の一応振り返って成果という形でお答

えをさせていただくと、第１次湖西市教育振興基本

計画の初年度である平成25年度、そのときのデータ

と令和元年度とを比較しますと、学校が楽しいと答

える児童生徒の割合ですけども、小学校では93.7％

から0.1％、中学校では88.8％から1.7％上昇してお

ります。また、学校の授業が分かると答える児童生

徒の割合についてですけども小学校では90.2％から

2.3％、中学校では79.9％から1.8％上昇している状

況であります。現時点において目指す姿に向かって

いるということがうかがえると思っております。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 成果を伺いました。あえて伺

いたいんですけれども、課題はありましたか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 課題はといいますと、今言
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ったパーセントはもっともっと上げたいというふう

に思ってるわけですけども、なかなか100％には近

づかないという現状があります。そんなところが一

個一個大切に子供たちと対応して、個別的にやって

いくことかなというふうに思っております。以上で

ございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 先ほど申し上げたように、外

国籍の児童さんですとか、それからまたいろんなハ

ンディを持ったお子さんが顕在化してきているとい

う中で、非常に教育現場が大変だということは承知

をしているところです。 

 ２つ目の質問に移りたいと思います。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） ２つ目は、地域と学校との連

携についてということなんですけれども、次年度、

もう来月からですけれども始まるコミュニティ・ス

クールですけれども、その概要と進捗についてお伺

いしたいと思います。お願いします。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをします。 

 たしか昨年の９月にこの場で質問を受けて来年度

からということでお話をして、今着実に進めてると

ころであります。 

 コミュニティ・スクールというのは、学校運営協

議会これを設置している学校を指しています。これ

は学習指導要領で社会に開かれた教育課程の実現が

できるように示されており、学校と学校運営協議会

で目標を策定して、それを実現する教育課程を共に

考え推進していくものであります。 

 湖西市では、既存の学校評議員制度、これをベー

スに学校運営協議会制度に移行していくことを予定

しております。導入後は、各学校ごとに学校運営協

議会を開催し、学校運営や必要な支援に関する協議

を行ってまいります。 

 令和３年度の施行に向けて各校では現在、会議の

運営あるいは連絡調整などの役割を担うコミュニテ

ィ・スクールディレクター及び学校運営協議委員の

選出をしているところであります。教育委員会では、

校長会において趣旨説明を実施したりあるいは先進

地区の研修会への参加したり、県教育委員会や大学

の講師による２回の研修会を開催してまいりました。

来年度初めには、コミュニティ・スクールディレク

ター及び学校運営協議会委員を対象にした研修会の

開催も予定しているところであります。以上でござ

います。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今答弁にありましたディレク

ターとコーディネーターさんを人選されるというこ

となんですけれども、それぞれのコーディネーター

さん、ディレクターさんの役割と人選の方法につい

てどのようにお考えでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） まずコミュニティ・スクー

ルのディレクターのほうですけども、いろいろこれ

は開催計画だとか会議の資料の印刷、そういったも

のがございます。ですので、ある程度学校の事柄も

知っているそんな方々が就いていただけると割とス

ムーズに行くのかなというふうには思っております

けども、地域の方でよく知っていらっしゃる方がい

ればその方でもいいかなというふうに思ってます。

学校運営委員としては保護者だとか地域住民、ある

いは公民館の代表だとかあるいは地区の代表、そう

いう方々が委員になっていただければというふうに

思っているところであります。以上であります。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今ディレクターについてはお

伺いしたんですけど、コーディネーターのほうはど

うでしょう。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 地域コーディネーターとい

うことでよろしいですかね。地域コーディネーター

という方については、これも楠議員から２年前ぐら

いに何回か質問を受けた事柄ですが、なかなか思う

ように進みませんでした。ところが、学校運営協議

会を行うに当たってはこの地域コーディネーターと

いうのが本当にキーパーソンって言うんですかね、

キーになる方なのかなっていうふうに思っています。

この方については地域の事柄をよく知っている、あ

るいは外部のつながりも強く持っている方、そんな
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方に就いていただければ学校も助かるかなというふ

うに思っています。 

 この運営協議会を行うというふうな事柄でこの地

域コーディネーターは、過去何度もお答えをさせて

いただきましたけども、市内３校やっていましたけ

どもこれを行うということで各学校も力を入れてい

ろいろ人選をしていただいて、来年度は９校になる

という予定では今います。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） なかなか人選に苦慮されてい

るということはよくお聞きするところですけども、

９校ということは小学校、中学校で兼任をされてる

方もいらっしゃったりということになりますけれど

も、おおむね中学校区では全校区いらっしゃるとい

うふうに考えてもよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 中学校区では全部の中学校

にいらっしゃいますけども、例えば岡崎小学校のよ

うにこのコーディネーターがなくてもときわっ子の

会とかそういった事柄が代替をしてるというふうな

ところもありますので、そこら辺と調整をしながら

やっていくという学校も今のところあります。以上

です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） また見守っていきたいという

ふうに思っておりますので、また定期的に進捗です

とか課題を共有させていただければというふうに思

います。 

 それでは３つ目の質問に移りたいと思います。３

つ目は社会教育の活動拠点についてということなん

ですけれども、今期の計画では社会教育、生涯学習

も含めてですけれども公民館を活動の拠点というふ

うにされてたというふうに記載がございます。ただ、

市民会館はなくなり公民館という名の下の建物がな

くなった中で、これは私の私見ですけれども今社会

に開かれた学校教育っていうふうな観点からを鑑み

ますと、学校を拠点としたコミュニティの構築を提

案したいんですけども、これを含めてお考えを伺い

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをします。 

 今議員がおっしゃったように、現行の湖西市の教

育振興基本計画においては、地域の生涯学習の拠点

として公民館活動の推進、これを重点施策の一つと

して現在、西部、北部、南部、この各センターを拠

点とした生涯学習講座やセンター祭りを実施してい

るところであります。 

 議員御指摘の学校を拠点としたコミュニティとい

たしましては、小さいですけども放課後の安全で安

心な場所づくりと地域と子供たちを育てる教室とし

まして、市内全小学校でわくわく子ども教室、こん

な事柄を開催をし、地域住民がボランティアとして

学校活動を支援する学校支援地域本部事業を推進し

ているところであります。 

 先ほども申しましたように令和２年度までの地域

支援本部設置校は３校でありましたけども、令和３

年度にはさらに増えるというふうになっております。

今後も市内の全小中学校での設置に向けて努力して

まいりたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 話が少し私も飛び過ぎたかな

というふうに反省をしているところなんですけれど

も、やはり社会教育の拠点が今までずっと青少年ホ

ームがあったりですとか市民会館があったりだとか

っていうふうに、人口規模ですとか地域性も踏まえ

て拠点があったわけなんですけれども、今教育長が

御答弁いただいた拠点が西部、北部、南部というふ

うに答弁いただいて、一番人口の多いところの鷲津

が抜けてるっていうふうに思ってるんですけれども、

この一番人口が多い鷲津の地域については、社会教

育の拠点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） もともとここのとこに市民

会館があったということで今活動場所がないわけで

すけども、それぞれ鷲津の中にも施設は多少小さく

はなりますけどもそこのあたりを使って今は無理を

お願いしてやっていただいてるというところがあろ

うかなというふうに思います。 

 今後、教育施設の拠点構想これを進めていくわけ

でありますけども、そんな中で地域住民との話もし
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ながら学校が拠点としてなるために例えばこの場所

をどうしたらいいだろうか、そんなことも地域の

方々と一緒に話をしていきたいと、相談していきた

いというふうに思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ようやく私が冒頭御提案を申

し上げた学校を拠点としたコミュニティの構築につ

いて、すぐにではないけれども今後将来的な構想と

してお考えがあるっていうふうに理解してよろしい

でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今はそのつもりであります。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 楽しみにまた見守りたいと思

います。 

 それでは４つ目の質問に移りたいと思います。よ

ろしいですか。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） ４つ目の質問につきましては、

少しまた毛色が変わってきます。９年間を見通した

新時代の義務教育の在り方について、これも答申に

示されているわけなんですけれども、令和４年、再

来年度から導入が予定をされているという小学校高

学年からの教科担任制の導入について、これは文部

科学省からは各自治体にお任せしますよというふう

に記載があるわけなんですけれども、湖西市として

教科とあと人材の確保についてどのようにお考えに

なっているのかを伺いたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 小学校高学年の教科担任制

の導入という事柄でありますけども、小学校３年以

上の各教科において、専科指導体制を導入すること

によって教育の質の向上を図る目的で加配教員を配

置する事業が静岡県にはございます。 

 少しずつではありますけども、小学校の教科担任

制への動きは進んできていると。しかし、増員する

ためにはまず財源の確保、それと保有する免許によ

って配置できる教員が限定されること、学校規模等

の課題こんなのも上げられます。 

 本市におきましては、県と連携しながら導入教科

と人材確保について今後検討してまいりたいという

ように思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） いろいろまだ課題は残ってい

るということなんですけれども、基本的には令和４

年度を目指しながら教科の策定ですとか人材の確保

等、来年度中で考えていくという計画でよろしいで

しょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 来年度中から始めるという

ことではなくて、現在も今７名の方が小学校で専科

教員ということで配置をされてます。外から見ると

なかなか見えないところはあるかなというふうに思

いますけども、外国語については２校で専科教員が

います。理科についても小学校３校に専科教員がい

ます。あと音楽に１校、図画工作に１校ということ

で７名の専科教員が既に配置をされているというこ

とですので、これを徐々に拡大できたらなというふ

うに思っているところであります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 少しテクニカルなことをお伺

いするんですけども、市内の小学校、中学校での移

動ですか、連携っていうような考え方も可能でしょ

うか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今の質問ちょっと答えにく

い、その方に専科が決まってるわけじゃなくて、そ

の学校に所属して専科が決まるということですので、

市内の移動とかそういったものはその人が替われば

また担任をやるようになるかもしれないし、ほかの

方が専科をやるようになるかもしれないということ

はあるかなというふうに思っています。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） Ａという学校に所属している

教諭がＢという学校に出張して、教壇に立つという

ことは可能なのか不可能なのかというような質問で

す。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） すみません、ちょっと問題
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を取り違えてました。その学校を兼ねるということ

ですね、これは可能です。例えば白須賀小学校、中

学校は同じ敷地内にありますので、既に中学校の英

語の先生が小学校の英語を教えにいったり、理科を

教えにいったり、逆に小学校の家庭の先生が中学校

の家庭を教えにきたりというふうな事柄は可能であ

ります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 白須賀ですとか岡崎の校区な

んかは比較的、鷲津もそうですね。というようなこ

とを考えれば、比較的先生方の兼務ということは可

能だということで了解をしました。またここも見守

っていきたいというふうに思います。 

 ５つ目の質問に移りたいと思います。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） スクールカウンセラー・スク

ールソーシャルワーカー、湖西市にも配置をいただ

いているんですけれども、充実はしていますかとい

うような質問です。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） スクールカウンセラー・ス

クールソーシャルワーカーについてでありますけど

も、現在、本市には県で任用されたスクールカウン

セラーが４名、スクールソーシャルワーカーが１名

配置をされています。 

 スクールカウンセラーは、心の専門家として児童

生徒あるいは保護者のカウンセリングあるいは教職

員の研修における指導及び助言等を行っております。

専門性を生かした助言・援助によって教育相談体制

の充実あるいは教職員の教育相談能力の向上など成

果が見られています。 

 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉の専門

家ということで児童生徒を取り巻く環境への働きか

けや、あるいは関係機関との連携・調整を行ってお

ります。ケース会議を通じて教職員が児童生徒への

対応の仕方に見通しを持てるようになることで、問

題を抱える児童生徒への支援を効果的に行えるよう

になってきました。 

 現在、スクールソーシャルワーカーは充実をして

いるというか、今は足りてるところでありますけど

もスクールカウンセラーについては相談件数が非常

に多くなっております。不足している学校が多いと

いう現状があります。また、一方でスクールカウン

セラー自体が不足しているということもあって、県

とまた連携しながら人材確保に努めてまいりたいと

いうふうに思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 学校の現場でも同じようなお

話を伺っているところです。やはり個別の対応でし

っかりとお話をしながら対応いただいているという

ことなんですけれども、やっぱり県費の採用という

ようなことで、市単独での採用というのはなかなか

難しいんですか、どうでしょう、財政的にも。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 財政的にということはまず

さておいて、なかなか人が見つからないというのが

現状です。実はスクールソーシャルワーカーもすご

く探して、市内では見つからなくて浜松市のほうか

ら来ていただいてるとかそういう形になってますの

で、まず人材はいるかどうかってそこがまず大きな

問題かなというふうに思ってます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 教育長にお願いするのもあれ

ですけれども、そういった人材を育成していくとい

うことも課題ではないかなというふうに今感じたと

ころでございますので、またそういった意味でも県

への働きかけですとか、また市内でそういったよう

な人材がいらっしゃるようであれば働きかけについ

てお願いをしたいと思います。 

 それでは６つ目の質問に移ります。６つ目は増加

する外国人児童生徒への教育の在り方についてとい

うお題目で質問するわけなんですけれども、過去に

も何度かお伺いをしているところなんですけれども、

御案内のとおり湖西市の人口は減少傾向にあるんで

すけれども、一方で外国籍の方の人口は増加の傾向

があるというのは皆さんも御承知だと思います。そ

んな中で、日本語の初期支援の状況と関係機関との

連携はできているかというところなんですけども、

何年か前にもお伺いしたところですけどもいかがで

しょうか。 
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○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） この件についても前回とい

うか今までの中で楠議員から何度か御指摘をいただ

いて、いつも頭を悩ませていた事柄でありますけど

も、初期支援については小学校入学前における適応

講座「春の親子プレスクール」、これを市の委託事

業として湖西国際交流協会で行っております。さら

に令和２年度、本年度から編入前の児童生徒への初

期支援、編入といいますとこれは外国の現地から直

接日本へ入ってきたという子供のことを編入と言う

わけですけども、編入前の児童生徒への初期支援と

して「通年プレスクール」、これを今年度から追加

をさせていただきました。それによって、円滑に学

校生活への適応を図ることができて、学校現場から

は感謝の言葉も寄せられ、大変成果が上がっている

というふうに考えております。 

 「春の親子プレスクール」には、現時点で12組の

申込みがあります。「通年プレスクール」は令和２

年４月より現在までで６名の児童生徒が参加してお

ります。今年度はこのコロナの関係で編入、現地か

ら直接こっちへ来るという児童生徒が少なかったと

いうこともあって６名の参加があります。各機関と

の連携については編入等があった場合、スムーズに

初期支援ができるようになってきたということと、

また外国人児童生徒への初期支援、学校での様子等

について関係機関の担当者を集め情報交換会を行っ

て、意見交換や情報共有を行っていっているという

ところであります。ただ、このコロナ禍であります

ので学校の先生が直接こちらへ来てというところま

で行ってないですけど、内部の中で今取組はどうか

というところを情報共有してる、それを各学校へ下

ろすという形になろうかなと思います。 

 来年度以降は状況を見て、学校現場の方々も入っ

ていただいて、生の声を聞きながら進めていきたい

なというふうに思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 以前、国際交流協会ですとか

担当の教育委員会学校教育課ですとか、あと市長部

局にも入っていただいて情報共有をお願いしたとこ

ろなんですけど、継続的にまたやっていただいてる

という認識でよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） やっております。つい最近

も庁舎内でやりました。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） やはり学校の教育現場とプレ

スクールにしても実際に子供たちに日本語を教えて

くださる先生や、国際交流協会との情報共有をしっ

かりしていただきながら、また進めていっていただ

きたいなというふうに思います。またここも見守っ

ていきたいと思います。 

 ７つ目の質問に移りたいと思います。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） 就学中の児童生徒に対する日

本語能力の評価、指導方法は標準化されていますか

というような質問です。先ほどの答弁の中でも、プ

レスクールで易しい日本語を習得していただいて学

校に入っていただいてるというふうには認識をして

おりますけれども、やはりいろんな国の子供さんた

ちがいたり、日本語のレベルも様々であったりとい

うようなことだとは思うんですけれども、このあた

りについてお伺いしたいと思います。お願いします。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今の御質問にお答えをしま

す。 

 担当教員や外国人児童生徒の担任を対象に、県や

市、学校で研修会を開催し、日本語指導担当教員の

役割等について確認をしております。 

 具体的には、県で任用された日本語指導コーディ

ネーターこれを活用し、児童生徒の日本語能力の把

握方法や評価の仕方、具体的な指導方法等について

研修を行い、スキルアップを行っております。その

際には、ここの対面式というＤＡＬ、こんな指標を

使いながら共有をしてるところであります。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ＪＳＬのカリキュラムの中に

ＤＬＡのアセスメントというのが入ってるかと思い

ますけども、これは対面的な対話ですとかまた記述

ですとかいろいろカテゴリーがあるかと思いますけ
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れども、私たちの民間企業の同僚がアメリカなんか

へ家族を帯同して出向した場合に、やはりローカル

の学校で英語が母国語でない児童生徒のためにＥＳ

Ｌ、同じようなカリキュラムがあって、ただ聞くと

ころによると学期末に英語の能力テストがあって、

それが合格できないとまた継続してそのアセスメン

トを受けなきゃいけないんだっていうようなお話が

あったんですけれども、日本語のＤＬＡについてで

すけれども、そういった標準化されたような指標で

すとかそういったもののツールが湖西市内の学校で

も使われているんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今、先ほど答弁したように

一応県の日本語コーディネーターの方に来ていただ

いて、このＤＬＡについて話をしていただき、この

結果について段階に分けてこういうふうな指導計画

でというような事柄の指導もいただきますので、そ

れに沿って少しずつ着実につけていくという形を取

っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 以前、私も学校現場で取り出

しで外国籍の児童を指導されてる現場を見学したこ

とがあるんですけれども、なかなか現場の先生も苦

慮されていて、専門的なそういった研修はもちろん

受けていただいてると思うんですけれども、そうい

った研修ですとか県のコーディネーターさんとのコ

ーディネートですとかということは、教育委員会で

マネジメントしていただいて各学校のそういった担

当の先生と共有をされているでよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 一応研修会とか持つときに

こちらから県のほうへ要請をしたり、また各学校で

みんな集まってやるときにはこちらから県のほうへ

要請するというふうなことはございますけども、何

せコーディネーターも何人もいるわけじゃないので、

ただ申し込んだときに全て来れるとは限りませんけ

どもそんな連携を教育委員会は取ってるというとこ

ろであります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 釈迦に説法ですけれども、な

かなか担当の先生方でそういったコーディネーター

の先生方を招致して研修会を開くというのもなかな

か難しいというような状況も聞いたことがございま

すので、その辺あたりもまた教育委員会としてフォ

ローアップしていただければなというふうに思いま

す。 

 それでは８つ目の質問に移りたいと思います。 

 先ほど先輩議員からもＤＸのお話がありまして、

今年度の予算で学校現場にも１人１台のタブレット

が配置をされるというようなことなんですけれども、

去年、学校が休業になったりですとかなかなか学校

へ行けないような状況が発生したようなときに、オ

ンライン、遠隔オンラインの教育を含むＩＣＴを活

用した学びの在り方についてお伺いをしたいんです

けども、実際にあってはほしくないんですけれども

そういった学校がお休みになったときの学校教育活

動の継続のためにＩＣＴ機器の活用の考え方はおあ

りかどうかをまずお伺いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） ＧＩＧＡスクール構想にお

いて、市内全小中学校に１人１台の端末と高速大容

量の通信ネットワーク、これが整備されたところで

あります。 

 今現在、活用に向けて教員の研修を進めてるとい

う段階であります。校内での使用ルールや基本的な

使用方法の周知、授業での活用の充実を当面の目標

としています。 

 これから学校で活用していく予定ですけども、臨

時休業時の活用の可能性も踏まえて家庭での活用を

想定したルールの策定や児童生徒への指導、家庭の

インターネット環境の違いへの対応策などを今後検

討していきたいというふうに考えております。以上

です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今年度、学校に配置をされた

タブレット端末はＷｉ－Ｆｉの形式で、自分のタブ

レットでは通信がＷｉ－Ｆｉの環境下でないとでき

ないよということなんですけども、今教育長言われ

たように各家庭にＷｉ－Ｆｉの環境が全家庭にある

とはなかなか考えにくいんですけれども、そういっ
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た家庭についてはポケットＷｉ－Ｆｉを貸し出すと

か、そういったような具体的な施策もこれから検討

されていくということでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） Ｗｉ－Ｆｉについてですけ

ども、ないから貸し出すとかそういう話ではなくて、

昨年度、実は調査をしました。調査をしたら、Ｗｉ

－Ｆｉ環境があるというのは97％でした。市内の子

供全部を調べ97％、３％の方がないという方、３％

の方がないということなので、例えば休業になった

ときに、例えば今回もそうでしたけどもどうしても

家で面倒を見られない子は学校へ来てもいいですよ

っていう話をしました。だから、それと同じように

家にそういうのがない場合には学校のこの教室を開

けておくからＷｉ－Ｆｉ使っていいよっていうこと

であれば、みんな平等に使えるのかなというふうに

思っています。その辺も検討課題の一つということ

で、検討をしていきたいと思っています。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 休業というのがコロナとかと

いうだけでなくて、自然災害ですとかいろんな環境

の変化ですとかが想定されるわけなんですけれども、

ちょっとびっくりしたのがＷｉ－Ｆｉが97％の御家

庭であるというのがちょっとびっくりしたんですけ

れども、恐らくその97％の中には保護者の方の携帯

でテザリングでつなぐというようなことも入ってる

んじゃないかなというふうには推定するわけなんで

すけれども、できれば通信環境が充実した中で授業

が行えるような環境も考えていただきたいなという

ふうに思いますけれども、そのあたりはいかがでし

ょう。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 先ほども言ったように、今

後の検討課題ということで、今後このＷｉ－Ｆｉ環

境が整ってくる家庭が増えてくるかも分かりません

し、これ以上。全家庭に入るということになるかも

分かりませんし、そういったことも踏まえて今後検

討をしていきたいというふうに思ってます。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 環境が刻々と変わっておりま

すので、よく御家庭とコミュニケーションを取りな

がら進めていっていただきたいと思います。８つ目

の質問を終わります。 

○議長（加藤弘己） 楠議員、質問の途中ですがこ

こでお昼の休憩を取りたいと思います。議員、よろ

しいですか。 

○９番（楠 浩幸） はい。 

○議長（加藤弘己） それでは、再開を午後１時と

します。よろしくお願いします。 

午後０時00分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 午前中に引き続き、楠 浩幸君の一般質問を続け

ます。 

 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 午前中の最後に、私のほう

からＷｉ－Ｆｉの件についてお答えをさせていただ

きました。Ｗｉ－Ｆｉについては97％あるよと答え

てるというお話ですけども、これは間違いないです

が、ただ、そのアンケートの中で保護者がいなくて

もインターネットが使えるかという問いに対しては、

使えると答えたのが79％であったので、ひょっとす

るとポケットＷｉ－Ｆｉか何かで親が移動して持っ

てっちゃってる、親がいないとできないという家庭

があるのかどうかというのがまだそこまで精査して

ませんので、今後それらも含めながら検討していき

たいということであります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君、よろしいですか。 

○９番（楠 浩幸） 承知しました。 

 それでは、午後からですけれども引き続き遠隔オ

ンライン教育を含むＩＣＴ教育を活用した学びの在

り方についてということなんですけれども、学校が

お休みだったときの対応を今聞いたわけなんですけ

れども、ここの詰めでは学校で学びたくても学べな

い児童生徒へのオンライン教育の考え方についてお

伺いしたんですけれども、この学校で学びたくても

学べない児童生徒というのは基本的に不登校で学校
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をお休みになってる子供たちを対象としたオンライ

ン教育への考え方を伺います。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをします。 

 ＧＩＧＡスクール構想によってＩＣＴ環境が整備

されている中、家庭の環境にもよりますけどもオン

ライン教育は実施可能な状況にあるというふうに思

っています。 

 令和元年10月に文部科学省通知ということで各学

校、教育委員会にもその文書が届いてるわけですが、

その中には「不登校児童生徒への支援の在り方につ

いて」においても、不登校児童生徒に対する多様な

教育機会の確保の一つとして、ＩＣＴを活用した学

習支援も挙げられていますと。しかしっていうとこ

ろからですが、留意事項として「オンライン教育を

することにより不登校が必要な程度を超えて長期に

わたることを助長しないように留意すること」とい

うことが書かれております。要するに、学校へ行か

んでもいいじゃないかって、ずっと家でやってりゃ

同じじゃないかっていうことを助長しないようにと

いうことが書かれています。これらを踏まえて、今

後また検討していきたいと思ってます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 文部科学省のほうからも可能

性についても示唆されているというふうなことなん

ですけれども、やはり教育長言われるように学校へ

行かなくても勉強ができるんだわと、単位が取れる

んだわというようなことでは、やっぱり学校で本来

学ぶべき一つとして社会性ですとかそういった要素

がなかなかオンラインでは取り入れることが難しい

とは思いますけれども、実際、私どもも民間企業で

昨年から在宅勤務でオンラインで仕事をやるように

なった企業さんも多いわけですね。実際、私の職場

も出勤率を、出社率を30％以下に抑えてほしいよと

いうような話もあったり、私の周りでも多くの人た

ちが在宅勤務で、オンラインで業務をするようにな

ったんです。やっぱり直接対面で話をしなくてはな

らないような業務も発生するわけなんですけれども、

意外と業務がそんなに滞ることなく進んでいるとい

うのはちょっとびっくりしたところなんです。 

 それが学校現場でそのまま通用するかというとな

かなか難しいとは思うんですけども、やっぱりオン

ラインでも学習塾なんかは随分と前から東京の先生

方が大手の学習塾で有名な先生の講義が聴きたいっ

ていうふうに、人気があるっていうふうに聞くわけ

なんです。これからやはり先生方のスキルの一つと

してもオンラインを通しても学校へ、この先生の授

業を生で聞きたいだとかそういうのは教員のスキル

だと思うので、そういったところも踏まえて画面を

通してでも学校へ行きたいなというふうに思えるよ

うな活用の仕方を検討頂ければなというふうに思い

ますけれども、教育長はいかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 学校の先生の力量というよ

うなお話もございましたけども、学校の先生の力量

も一つだと思いますけども子供が学校で学ぶ、一体

どういうことなんだろうかということをやっぱり考

えますと、いろいろ切磋琢磨したりとかあるいは厳

しさに乗り越えるだとかそういったことってオンラ

インでできるのかなとか、やっぱり対面でなければ

できないことってあると思います。だから、今後は

対面とオンラインとそれをちゃんと併用しながら進

めていくことが大事じゃないかなと。ＩＣＴという

のはやっぱり基盤になるんじゃないかなというふう

には思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） あまりそれてしまうといかん

のですけれども、やはり学びたくても学べない子供

たちが学校に行って学びたいっていうふうに思える

きっかけにはなるんじゃないかなというふうに思う

わけなんです。そういった意味では積極的にそうい

ったＩＣＴを、せっかくタブレットを購入していた

だいたわけなんですからそういった使い方ができな

いかなっていうふうに思うわけで、いかがでしょう。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） そういうツールとしてとい

う話ですけども、それも一つの手だと思います。そ

れが非常に楽しい、まだ学校の教室には入られない

けども学校の１つの部屋に入って同じことができる、

それがまた一歩進んで友達と会えるというふうなこ
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とになれば非常に効果があったかなと。だから、そ

れが全てということではなくて、そういうのを組み

合わせながら個人個人対応していきたいというふう

に思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） いわゆるハイブリッドってい

うような使い方だと思いますけれども、また御検討

いただければなというふうに思います。 

 次の項目。 

○議長（加藤弘己） どうぞ、10番ですね。 

○９番（楠 浩幸） 10番に行きたいと思います。

10番からまた、人口動態等を踏まえた学校運営や学

校施設の在り方についてというところなんですけれ

ども、小中学校の適正規模・適正配置の考え方と湖

西市教育施設地域拠点構想の進捗についてお伺いし

たいと思いますけども、先般、総合教育会議の中で

も市長の御答弁もいただきながら聞いておるところ

ですけれども、改めて学校の適正規模・配置につい

て考え方を伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをします。 

 適正規模については、学校教育法施行規則第41条

において次のように書かれています。それは、12学

級以上18学級以下が標準とされておると、その第41

条において標準とされてますが、地域の実態その他

の特別の事情があるときにはこの限りでないという

文言が後につけてあります。弾力的に考えていいと

いうことになってます。適正配置については、児童

生徒の負担面とかあるいは安全面、こんなことを配

慮し、地域の実態を踏まえた適切な通学条件や通学

手段が確保されることが必要であるというふうに考

えております。 

 なお、２月の総合教育会議では学校規模の適正化

について協議され、来年度の４月から小中学校の適

正規模・適正配置については学校教育施設適正化検

討委員会で具体的に検討していってくださいという

ことですので、検討をしていく予定でございます。 

 また、湖西市教育施設拠点構想については、第１

期に予定されていた、第１期というのは今年度まで

ですが、予定されていた新居幼稚園、岡崎幼稚園の

こども園化、これは岡崎幼稚園が完成をしましたの

で来年度から受け入れることができると、あるいは

学校給食の在り方について順次進めているところで

あります。今後は、学校教育施設適正化検討委員会

での検討も踏まえて、第２期の小中学校拠点構想を

進めていきたいというふうに考えております。以上

です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 学校の適正規模、12から18学

級というところ、やはり小規模で少人数で学ぶこと

によるメリットもあるかと思いますけれども、一方

では先ほど来あった社会性ですとかいろんな環境の

変化に対応できる子供たちを育成するためには国が

言うところの適正規模というのが望ましいのかなと

いうふうに思うわけなんですけども、先日の総合教

育会議の中で資料を頂いたんですけれども、数年後

に一部の学校で非常に新入生が激減してしまうとい

うようなショッキングなデータも頂きましたけれど

も、実際に適正規模は伺ったんですけどもミニマム、

静岡県では35人学級っていうふうに言われてるんで

すけども、１つの学級で最低限何人必要かというよ

うなそういった数値はありますか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） そういう数値は特にござい

ません。これ以上小さくなったらどうしなさいよと

か、中には複式学級を持つ学校もありますので、２

つの学年が１つでという学校も県内の山間地にはご

ざいますので、その規定はございません。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ミニマムの設定はないという

ことなんですけれども、複式学級って今教育長おっ

しゃったんですけども、複式学級になる人数とかそ

ういう基準みたいなのはあるんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） これは法で、標準法といっ

て先生の配当表の中にあるわけですが、２つの学年、

２の学年を足して16人という一応数字は国のほうか

ら今現在出てます。ただ、これから35人学級だ何だ

かんだっていうことでそこの表がいじられてきます

けども、現在は16人と。ただ、静岡県は14人で暫時
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やってるというところで、ですので例えば２年生と

４年生、そこでそういうふうになればそれが１つの

学級になるということになってきます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） そうしますと、逆に言うと14

人がミニマムというような考え方でもよろしいです

か。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 14人じゃなくてもまだ２人

でも、複式学級１人５年生がいて２年生が１人だと

複式学級で１クラスという形になりますので、14人

がミニマムということではない。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） すみません、聞き方が悪かっ

たんですけども、１学年が14人を切ると複式になる

のかなっていうふうに思ったんですけど、どうでし

ょう。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） １学年が14人じゃなくて２

つの学年を足して14人ということ、なので例えば２

年生が５人、３年生が７人、そうしたら一緒にやり

ますよという複式です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ミニマムの設定がないという

ことですので、これから子供たちの環境を見ながら

またそのあたりは検討していただきたいなというふ

うに思うわけなんですけれども、拠点構想でも触れ

られたんですけども、第２期にこれから入るわけな

んですけれども、２期の中でこれからの施設拠点構

想をやり遂げるというふうになると、ロードマップ

って言うんですか、タイムスケジュールとしては来

年度ではどういったような検討を検討会の中でされ

ていくっていうふうに考えればよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 会議の中でっていうことで

すか、ある学校を取ってどうのこうじゃなくて湖西

全体を考えてここはこういうふうにしたほうがいい

じゃないか、将来的にはこういうふうにしたほうが

いいじゃないかというような会議になってこようか

なと思います。例えばこの学校をこうするという提

言は多少あるかも分かりませんけども、湖西全体を

見ての提言になってくると。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 検討委員会としては令和４年

度でそういった提言をしていただけるところまで持

っていくということでよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） そのとおりでございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 分かりました。いつまでに結

論を導き出さなきゃいけないのかというようなとこ

ろですけれども、来年度中には提言がまとまるとい

うことで理解をしました。 

 それでは最後の11番目の質問に移りたいと思いま

す。 

 先日の教育総合会議の中でも市長のほうから、校

区の見直しの可能性についても触れられたっていう

ふうに記憶をしておるわけなんですけれども、校区

の見直しはあるのか、立地適正化計画との整合性は

あるのかというような質問なんですけれども、とり

わけ新居校区のあけぼの地区と白須賀校区の笠子の

北地区、新幹線の北側のエリア、ソニーさんの北側

の一部が立地適正化計画では居住の誘導区域に設定

をされているんです。新居のあけぼの地区は鷲津駅

を中心とした都市居住誘導区域の中に設定をされて

いるけれども、校区としては新居校区なので新居小

学校、新居中学校に通学をされる。それから白須賀

校区の先ほど申し上げた笠子北の地区についても新

所原駅を中心とした居住の誘導区域っていうふうに

設定をされているんですけれども、立地適正化計画

の中ではやはり都市機能を駅の周りに充実させて職

住近接、住みやすいまちづくりを構築していこうと

いう中で校区が離れているということに対して、私

自身としては整合性がなかなか取れてないのじゃな

いかなっていうふうに思ったわけなんですけれども、

そのあたりについて見識を伺いたいと思います。ど

ちらに伺えればいいのですか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答えします。 

 全く誤解されてるかもしれませんけど、立地適正
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化計画はさっき言った駅の周りの居住とか都市機能

誘導区域であって、もともとの伝統的な学区とは当

然乖離はあるのも現状ではやむを得ないと思ってい

ますので、当然これからの統廃合に伴っての学校区

の見直しだとかそれは当然あろうかと思いますけれ

ども、ちょっと誤解のないように申し上げますと、

都市機能誘導とか住宅区域誘導というのはあくまで

も土地政策の観点からのものですので、そこは今後

の都市機能誘導によっては学区の見直しも当然あろ

うかと思います。あくまでも駅からの距離というの

が今回のコンパクトシティの考え方ですので、伝統

的な学校区と現時点での学校区だとか現時点での立

地適正化計画とはそれは乖離があって当然というか、

乖離があるのもあり得ることかなというふうには前

提として思っています。これからのまちづくりの中

で学校区、もちろん都市機能誘導、こういったもの

は変わっていくというのは当然あり得るというふう

に思ってます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 現時点でのっていうようなお

話ではありますけれども、やはりこれから湖西市の

新しい新総合計画のありたい姿の中にも人が活性化

しているような状態っていうのがその中の一つの個

別の計画として立地適正化計画があったり、個別の

計画があるわけなんですけども、やはりそこは市長

がよく言われる職住近接、やっぱり働きやすい環境、

住みやすい環境という中では学校というのは非常に

重要なポイントだと思うんです。 

 先般、私が所属をしている建設環境委員会の中で

アンケート調査を行いました。市長にも提言をさせ

ていただいたんですけれども、とりわけ湖西市内に

働いている、勤務をされている30代の皆さんという

のは駅の近くで、そして商業施設があって、福祉、

教育施設が徒歩圏内がやはり一番ニーズが高いんで

す。そういったニーズをしっかりと踏まえていただ

いて、今回もせっかく校区の見直しですとか学校の

統廃合も検討されていく中で校区の見直しについて

も検討いただきたいと思いますけどもいかがでしょ

う。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 おっしゃるとおりで、まちづくりというのは病院

もそうだし学校もそうですし商業施設もそうですし、

それが複合的に積み重なってのまちづくりだと思っ

ていますので、これまでの居住区域というかそれぞ

れの学校区だったりとか、北部から南部、東部、中

部、西部までを否定するものではありませんし、今

後のコンパクトシティの人口減少の中での考え方だ

ったり、今まさに議員おっしゃるような今の若い方

っていうのが子育て世代なのか働き盛りの世代の方

が徒歩圏内にあるというのは、これは湖西市に限ら

ずどこでも、どこのアンケートを見ても理想の形と

して描かれています。都心部などでも同じだと思い

ますけれどもそういったものに近づきながら、非常

に難しいですけれどもこれまでの居住区域、それぞ

れの学校区であったり字というのか自治会町内会と

いうのか、その単位から当然これから学校区だとか

居住誘導区域、都市機能誘導区域というのは時代に

合わせて変わっていく、変えていくというようなも

のが人口減少なり少子高齢化社会で求められている

ので、全ての計画を総合計画から個別の立地適正化

計画だとか環境基本計画だとか、教育の振興計画で

もそうですけどそれに整合性を取って進めていかな

ければいけないというのは当然だと思っております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 市長の答弁ありがとうござい

ます。やはりそこに住む人、住みたいと思っている

人の意見もしっかりと酌み取っていただきながら計

画の変更あり、またこれからつくっていかれる計画

について検討いただきたいなと思います。 

 机上で考える私もコンパスで線を引いたりってい

うようなこともやってまいりましたけども、やっぱ

り一番大切なのはそういった湖西で住む人、働く人

の声を十分と酌み取っていただきながら計画を策定、

また改定、作成していただきたいと思います。 

 以上をもちまして私の一般質問を終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で９番 楠 浩幸君の一

般質問を終わります。 

 次に８番 高柳達弥君の発言を許します。８番 
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高柳達弥君。 

  〔８番 高柳達弥登壇〕 

○８番（高柳達弥） ８番 高柳達弥でございます。

湖西市における廃棄物処分対策の推進について伺い

ます。 

 質問しようとする背景や経緯でございますが、湖

西市民への市民意識調査によると、ごみや資源物の

分別や回収がしっかりと守られ、ごみの減量や資源

化に対する市民の意識が高いことがうかがえます。

しかしながら、先日発表されました日本経済新聞の

全国市区ＳＤＧｓの持続可能な開発目標先進度調査

によりますと、全国の自治体の回答市ですけど691

市から見ると本市は353位と中位にありますので、

ＳＤＧｓの３分野、経済・社会・環境のうち特に環

境面において廃棄物処分対策への取組を重点的に進

め、自然と環境に配慮したきれいで住みよいまち湖

西を目指し、市民が住みたい、住み続けたいまちづ

くりを推進するため伺います。 

 質問の目的、一般廃棄物の減量化・資源化ととも

に適正な処理を推進し、少しでも環境への負荷を低

減する施策を実施してＳＤＧｓの先進都市を目指す

ため、質問事項の１番、一般廃棄物（ごみ排出量）

の現状と将来に向けた減量化・資源化への推進策を

伺います。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 市内で発生する年間のごみの総排出量は、家庭か

らが約１万5,000トン、事業者からが約5,000トン、

合わせて約２万トンであり、近年はともに横ばいで

推移しております。 

 家庭系ごみのうち、資源物や不燃ごみ、草木など

を除く燃やせるごみは約9,000トンであり、その中

で生ごみが約半分の割合を占め、次が紙くずで約

25％、合わせて燃やせるごみの約75％を占めている

のが現状でございます。 

 将来に向けた減量化・資源化への取組につきまし

ては、現在、市民を交えた湖西市ごみ減量市民会議

においてごみの出し方や区分方法などに加え、ごみ

の減量についても議論していただいているところで

ございます。平成30年３月に策定いたしました湖西

市一般廃棄物処分基本計画のごみ処理編を基に、広

報こさいでの啓発やスマートフォンのアプリ及び出

前講座等を活用した様々なＰＲ活動を継続して実施

することにより市民一人一人がごみの発生を抑え、

ごみの減量・再利用に心がけ、分別意識の向上を図

ることができるように取り組んでまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 少し具体的にお聞きしたいと

思います。廃棄物の処理基本計画によりますと、平

成28年度（2016年度）を基準としますと家庭用のご

みの排出量ですが、令和６年度には５％、それから

令和12年度には７％というような形で減らしていく

というような計画になっております。ところが、令

和元年度のそのごみ量で見ますとそのごみ量が２％

も増えてしまって、説明会の資料にもありますが、

年によってある程度波はあると思いますけど令和元

年度増えてしまっていて当面の令和６年度、ごみの

焼却が稼働するときに5.3％減らすような形で行け

るのかどうか、増えてしまうんじゃないかなって思

うんですが、そこら辺の状況ってはっきり数字的に

は出ないと思うんですが、増えてしまうんじゃない

かなとそれを心配しているけど、その点はどんな具

合でしょう。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 確かに議員言われるとおり昨年はごみの量が増え

ているということで、なおかつ今年度につきまして

はコロナ禍で巣籠もり需要といいますか、皆さんが

家を掃除してということで実際に今年度またごみの

量が増えてるという実態がございます。ということ

で、実際には令和６年２月の段階でここまで下がっ

てるかどうかというところは、一概にはちょっと難

しいというか判断ができないところがございますが、

逆に今回たくさん掃除をしていただいた結果、逆に

あまりごみがなくなったというようなことも考え方

としてはあるかと思いますので、取りあえず市とし

ましては今までどおり減量、それから先ほども申し

ました生ごみが約半分を占めているというようなこ
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となので、生ごみを減量する方法、そういったこと

をこれからも考えて広報等をしていきたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 計画どおり減量するような形

で進めていっていただきたいなと思います。 

 その中で、やっぱりこの中にもありますが事業系

のほうはずっと増えてくような感じに至っておりま

すので、そこら辺もちょっと検討していただきたい

のと、特に家庭系のごみのほうを減量するような形

で努力していただきたいなとそんなふうに思います。 

 具体的にちょっとそのごみの量で１人当たりのご

みの排出量というのが分かりますか。何で聞きたい

かといいますと、浜松市でごみの減量天下取り大作

戦ということで浜松市長が宣言しておりまして、１

日当たりの家庭のごみの排出量が490グラムという

ことで、平成28年ですけど、それを140グラムを目

標として減らすということで、その140グラムが卵

３個分という形で、それで490グラムを350グラムに

減らして、政令市の中でトップになるということで

天下を取ると、そういう目標を具体的に市長が宣言

しております。そういう形の中で、いろいろ資料を

見ても湖西市の資料の中では１人当たりの本当の１

日当たりの家庭のごみ量というのははっきり今はよ

く分かってないようなもんですから、分かりますか

ね。ごみの減量っていっても具体的に明示してなけ

れば、減らしていけないんじゃないかなと思うもん

ですから、そんな中でいい例があったもんですから

そこら辺で総体的なごみの量を言いましたけど、家

庭で努力してもらわなければいけないという形の中

で、今このぐらいだけどこのぐらいにしたいような

こともありますかね、あれば教えていただきたいと

思います。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 令和元年度の数字になりますが、家庭系ごみ１人

１日当たり約420グラムとなっております。先ほど

も申しましたとおり、内訳といたしましては生ごみ

がその約半分を占めてございますので、減量の中心

といたしましてはこの生ごみをいかに減らすか、特

に生ごみにつきましては水分がその重量の多くを占

めておりますので、水切りをしっかりさせるという

ようなことも先ほども申しましたごみ減量市民会議

の中でも意見として出ておりますので、そういった

ことの徹底、広報等をしていきたいというふうに考

えてございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） ちょっとお聞きしますが、元

年の420グラムというのはどういう数字ですか。１

日当たりの家庭のごみの量ということですか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） １人１日当たりの家庭系

ごみの量でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） そうしますと、浜松よりか少

ない、浜松は490グラム、420グラムということで優

秀な成績だということですか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 数字だけ見ればそういう

形に言えると思います。ただ、先ほど議員おっしゃ

っていただいたとおり、事業系のごみについては今

のところほとんど減っておりませんので、そちらを

減らすというようなことも今後取り組んでいかなけ

ればならないというふうに考えてございます。以上

でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。それじゃあそ

ういうことで、今現状はそういう、浜松市と比べて

も低いですけど、最終的にもうちょっと、浜松市は

350グラムですのでそのぐらいの目標にしていくと

いうような、一応目標があるじゃないかなとそんな

ふうに思いますけど、今ごみの減量には水切りによ

る生ごみのダイエットをするというような形と、あ

と雑紙のリサイクルとか食べ切り、使い切りとかこ

ういうようなごみの減量方法を推進していくという

ような形でお願いしたいなと思うんですけど、あと

その中で総資源量と資源率というような形で、平成

28年度も8,000トンぐらいあるですけど、資源量の

ごみが。それは率としては40％ぐらいですけど、こ

れが令和６年とか令和12年になると資源の量的には
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変わらないですけど、資源率が頭打ちで資源化があ

まり進んでないような形で計画はなってますが、そ

こら辺はどんな状況でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 資源率と資源化はちょっ

と難しいところがあるんですが、実際には先ほど議

員おっしゃったとおり進んでないというのが現状で

はございますので、今後その辺も取り組んでいきた

いというふうには考えてございます。 

 それからすみません、先ほどの答弁で１つ付け加

え忘れました。先ほどのごみの量１人１日420グラ

ムというものなんですが、これは燃えるごみとして

出されたものということで、例えば雑紙とか違う形

で出していただいておりますので、その辺が浜松市

とごみの出し方が違っているもんですから、簡単に

同じところでは比べられないというような形にはな

ってこようかと思います。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 今資源量と資源率の関係は分

かりました。 

 今ちょっとお話があったですけど、この資料を頂

いておる中でもやっぱり令和元年には１人当たりの

家庭ごみの排出量というのが694グラムという数字

になってるもんですから、ここら辺があるもんです

から420グラムというのはあれだなと思ったですが、

この600グラムを基準として浜松市のように490グラ

ム並みとか350グラム並みに進めるべきじゃないか

ということで思ったので聞いたですけど、そこら辺

の数字の取り方があると思いますけど、とにかくそ

ういう形の中で家庭のほうへしっかりその数字を示

していただいて、卵３つ分ぐらい減らしてくれとか

具体的なことをやっていかないと、ただ数量を減量

してくださいと言っても減量が進まないということ

で、そういう具体的な推進方法をお願いしたいなと

そのように思います。 

○議長（加藤弘己） 環境部長の答弁はいいですか。 

○８番（高柳達弥） それじゃお願いします。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 先ほど議員おっしゃったとおり、卵３つ分とかお

茶わん１杯分とか分かりやすいそういった基準をつ

けて、今後、広報等をしていきたいというふうに考

えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） そのようにお願いいたします。 

 じゃあ次に２番目、お願いします。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○８番（高柳達弥） 環境センターが再稼働となり

ますが、人口減少を見据えた将来的なごみ焼却の予

想は立てているかどうかお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 今回、再稼働についてはごみ処理の効率化の観点

から焼却対象物の見直しを行っておりますが、ポイ

ントは大きく２つございます。 

 １つ目は、現在、処理に多額の費用を要していま

す衛生プラントや下水道浄化センターから排出され

る汚泥を焼却することで処理費用の削減を図ります。 

 ２つ目は、プラスチック類を燃焼することです。

こちらは熱量が大きいプラスチック類を他のごみと

一緒に焼却することで、燃焼を促進させるための重

油の使用を減らすことが可能になるほか、焼却炉内

の温度を高温に保つことでダイオキシン類の発生を

抑制するという効果を得るものでございます。 

 この汚泥とプラスチック類を焼却することを踏ま

え試算した結果、再稼働する令和６年度の焼却対象

物の量としましては、年間１万6,760トンと予測い

たしました。 

 今回の再稼働は従前の施設規模ではごみ量に対し

て過剰となる焼却施設を、人口減少を見据えて可能

な範囲で縮小整備することで経済的な整備と効率的

な運用を行う計画となっております。 

 具体的には、焼却処理能力を日量最大120トン、

60トン掛ける２炉から15％減の102トン、51トン掛

ける２炉として整備いたします。 

 この日量最大102トンという焼却処理能力は、年

間ごみ量２万7,000トン余りに対応できるものであ

りますが、通常は１炉の交互運転により焼却を行い、

大型連休や年末年始などのごみが多い時期などは２

炉同時運転により適切にごみの処理ができる運用を
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予定してございます。 

 今後、人口減少やごみ減量が進むことが予測され

ますので、ごみの排出量に合わせて運転調整を実施

するほか、近年問題になる災害時のごみ処理につき

ましても２炉同時稼働することで適切かつ迅速な対

応が図れるものと考えてございます。以上でござい

ます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。焼却ごみのお

話をしたですけど、そのごみに対して焼却炉の形の

能力というか、そういうのも聞きたいということで

あったんですけど、昨日、議案が可決したのでその

前だったもんですからこれに触れることができなか

ったもんですから、結局、燃えるごみと焼却炉の関

係は相互に関係のあることなもんですから、そうい

う関係でちょっとお話をしたいと思うんですが、令

和元年に焼却依頼していたごみ量が１万3,000トン

ちょっとだと思うんですけど、それ見ると焼却炉の

片方を稼働した場合51トンなもんですから、そうす

ると大体稼働率が73％ぐらいになるということです

けど、これが稼働時、令和６年のときにはどのぐら

いが焼却炉の稼働率になるかということで、燃える

ごみの量が分かれば出るわけですが、そこら辺がち

ょっと家庭系と事業系を合わせてどのぐらいという

形になるかと思うんですけど、そこら辺はちょっと

分かりませんのでそこら辺の量を教えてもらって、

焼却炉の具合がどんな具合なんかというのをちょっ

と知りたいなと思ったもんですから、そこら辺、稼

働時のときのをお願いしたいなと思います。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 令和６年稼働時のごみの量は１万6,760トンとい

うふうに想定をしてございます。こちらにつきまし

ては、約330日の稼働というふうに考えております。

その形で運転をしまして、適切な焼却ができるとい

うふうなことで現在のほうは考えてございます。以

上でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。大体、１炉の

ほうで80％ぐらいの稼働率になるんじゃないかなと

そのように思うんですけど、その中で20年間あるも

んですから令和例えば22年ぐらいだったら、そこら

辺でどのぐらいの、ごみは減るから１炉の中で、51

トンの中で半分ぐらいの稼働率でもいいぐらいなの

か、逆にある程度事業系なんかも増えてるので増え

るから２炉を稼働しなきゃならないぐらいの量も出

てくるような形になるのか、そこら辺のごみの予測

と焼却炉の稼働状況、そこら辺は少し見込みがつく

のかどうかちょっと教えていただきます。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 議員言われました令和22年度の焼却のごみ量とい

うのは、実際には社会的な動向等が予測できないと

ころがございますので、そこまでの見込みというの

は実際のところはできておりません。令和12年、10

年後のごみ量を想定いたしまして、そちらが年間１

万6,655トンを見込んでおります。それがほぼほぼ

同じ形で行くという形で今のところは推計のほうは

させていただいております。こちらを処理するにい

たしましても、やはり１炉の交互運転でほぼほぼや

っていけるんではないかということで今回の設計に

なってございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。途中で傷んで

メンテや何か必要なときもあるもんですから、交互

でということでそういう余裕を持って十分この先、

2040年もできるんじゃないかとそういうことですね、

分かりました。 

 それで、先ほどの説明の中でこの焼却炉の最大処

理量が２万7,000トンということで言われたですけ

ど、市長さんも説明会の中でこの焼却炉で災害のご

みも燃やすんだということで、そのときにちょっと

どのぐらいのごみの量が出るか分かりませんけど、

今の説明のように最大１炉で賄っていれば大体今ま

でのそのごみで１炉で賄いますよと、その日常のご

みも焼却しながら半分の量、大体１万三、四千トン

の災害ごみぐらいは並行して処理していくことがで

きると、そういう考え方で行けるということで、あ

る程度、災害時のごみも対応できるような能力にな

っておるという考え方でよろしいでしょうか。 
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○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 先ほどの最大で年間２万7,000トンにつきまして

は、やっぱり焼却炉が安全に適切に運転できるとい

うところの補償がある量になります。例えば災害時

にフルに２炉同時稼働でということでやればもっと

たくさん実際には燃やせるんですが、それをやって

炉が壊れた場合に補償ができないというようなこと

もございますので、そこら辺については災害時の実

際になったときの対応という形にはなってこようか

と思います。 

 ほかの災害時の事例を見てみましても、やはり遠

くまで持っていく形にはなりますがごみの搬出をし

て違うところで焼却をしていただく、その場合には

公共のところだけでなくて例えば産業廃棄物をやっ

てるところについても許可を取って燃やしていただ

くと、そういったことも考えていけると思いますの

で、そういうことを対応して災害時のごみについて

も対応していきたいというふうに考えてございます。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。この２万

7,000トンの処理をしていても、実際には稼働率で

見れば70％の稼働率で動いていくので、あまりこの

２万7,000トン燃やしたから最大限、炉、燃やして

るじゃなくて余裕を持ってこの２万7,000トンを燃

やしてるというような形でなっていると思いますの

で、そんな形で今言われたような形でごみの焼却処

理のほうをお願いしたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

 では３番目に。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○８番（高柳達弥） 市内の食品廃棄物（一般家

庭）の廃棄物と食品関連の業者による処分の廃棄物

のごみの処理状況はどうかということでお伺いいた

します。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 市内から発生する食品廃棄物は、一般廃棄物とし

てその他の燃えるごみとともに浜松市へ委託して焼

却処理をしてございます。 

 家庭から発生する燃やせるごみに占める割合につ

いては、過去５年間にわたりごみステーションに出

された燃やせるごみの中から抽出調査したところ、

生ごみが約半分を占めておりました。 

 ただし、この生ごみの内訳として可食部分として

のいわゆる食品ロスがどの程度あるかというところ

までについてはつかめておりません。ただ、また飲

食店等から発生する事業系一般廃棄物につきまして

は、大部分を収集業者が直接浜松市へ搬出しており

ますので、こちらにつきましても現状では内訳の把

握は困難な状態でございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 把握はちょっと難しいと思い

ますけど、大体市内の食品の廃棄物量は大体このぐ

らいで、それで一般家庭から出てきたのはそのうち

の何％ぐらいで、食品の事業者ぐらいが量が分から

なければ何％ということで、やっぱり家庭での処分

と考えられる量というのは家庭での食べ残し、それ

から直接捨ててしまうのと作り過ぎたというのが家

庭での処分量だと思いますけど、あと食品関連では

やっぱり規格外とか返品とか売れ残りとか食べ残し

とかそういうのが業者のほうにもあると思うですけ

どが、そこら辺をやっぱり業者に頼むというのもあ

るですけど、全体でこのぐらい量が出ていて、家庭

系では可食部分がこのぐらいですよというぐらいは

把握、大体の量で大体家庭ではこのぐらいだという

のは把握していかないと、そういうごみの量を把握

していかなきゃいけないんじゃないかなって思うん

ですけど、そういう全国での統計で調べたので見ま

すと、やっぱり食品の廃棄物のうち可食分と考えら

れる量はということで、年間643万トンあって、環

境省の調査ですけど、そのうち家庭での廃棄物量は

45％、業者のほうでは55％、そんな割合になってい

るというようなことで、１日当たりの処分量ですか、

10トントラック1,760台分というような数字が出て

いるもんですから、やっぱりそこら辺は市としてそ

ういう全体的なものを把握しておかないと、これも

そういう廃棄物の処分に対して具体的な施策を打っ

てもいい、そういうのを把握していかないけないん
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じゃないかなとそんなふうに思いますけど、分から

なければしょうがないと思いますけど、そういうの

は必要じゃないかなと思うんですけどどうでしょう

ね。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 食品ロスに関しましては、まだ先ほどから申した

とおり実際には事業が進んでないというのが実態で

はございます。 

 来年度、静岡県のほうで食品ロスに関する、そう

いった計画をつくるということを確認しております。

それが多分来年度末ぐらいには完成すると思うんで

すが、そうした後に市町村でもそれぞれの計画をつ

くりなさいということが出てくるかと思いますので、

今のところ食品ロスの調査をするのにやはり費用等

もかかってくるもんですから、費用対効果を考えた

ときにそれが何に使うかっていう目的がないとなか

なかできなかったところがあるんですが、そういっ

た計画をつくるためにそういった調査が必要だとい

うことであれば、当然やっていかなければいけない

ことになってきますので、そういったことも含めて、

また食品ロスにつきましては定義といいますかどう

いうものを食品ロスとしての食品にするかというよ

うなそこのところの取決めも結構曖昧なもんですか

ら、そこら辺もしっかり取決めをつくった上でそう

いった調査のほうを今後考えていきたいというふう

に思っております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。食品の廃棄量

が把握できなければ、やっぱり一般家庭の廃棄物減

量の指導はできないもんですから、なるだけそうい

う把握に努めていただきたいなとそんなふうに思い

ます。 

 それでは次に最後の４番目に行きたいと思います。 

 生ごみの減量・再利用また食品ロスの削減への取

組状況を伺いますということで、今言われてるのが

国民１人当たり１日茶わん１杯の御飯の量を捨てて

ると、そんな廃棄してると、そんなようなことが出

てますので、今さっき言った食品ロスとそれがはっ

きり分からないと言うですけど、実際の生ごみとな

る量というのは分かりませんでしょうか。というこ

とで、先ほど説明があったようにごみの中で水半分

が生ごみになって、生ごみじゃないかという推定だ

と思いますけどが、そこら辺で今の把握してる生ご

み量というのは、単純に半分だというと半分なんで

すけどどのぐらいの量になるかちょっと教えていた

だきます。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 今の燃えるごみの半分と

いうことでよろしいでしょうか。約9,000トンの半

分ということで、4,500トンが生ごみというふうに

考えております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 先ほど話がございましたです

けど、食品ロスの削減の推進に関する法律があって、

その計画を各市町村は努力義務としてつくらなきゃ

ならないと。県の指導がある中で、令和４年度には

計画をつくっていくという予定でおりますという説

明でよろしいですね。そういう形で計画をつくるわ

けですが、やっぱり食品ロスへの取組というのはま

ず真っ先に現場へ行って実態の把握をすること、ス

テーションなんかへ行ってということで、それで地

域で排出される事業系と家庭系のごみをそれぞれ食

品ロスとしてどのぐらい出るか、そういうものを把

握する中ということで、これはごみ処理場なんかで

細かに目視で見るっていうような形をする中で、そ

ういうことがないとこの推進計画、これからつくる

計画もできていかないんじゃないかなと、ただ机上

のあれじゃなくて先ほど言ったように燃えるごみの

中で半分は、4,500トンですかそのぐらいですよと

いうことじゃその推進計画がつくれないじゃないか

なと思いますので、その点よろしくお願いしたいと

思います。 

 なので、生ごみの量も今は4,500トンですけど、

将来的にはどのぐらい減らすかというのも今で言う

とそこらは分からないので、焼却ごみがどのぐらい

減るからその半分だよって、大体これだけになりま

すというのは単純計算になるですけど、やっぱりそ

れはそれでじゃなくて今現状はこのぐらいある中で

このぐらい減らしていくよという具体的な道筋とい
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うかそういうのをやってもらわないと、やっぱり食

品ロスへの取組というのは進んでいかないんじゃな

いかなと思います。 

 今削減についても環境だけじゃないと思いますね。

やっぱり農業の場合でも作物なんかそういうのも減

らさなきゃいけないし、また教育やなんかでも食べ

残しをしないような学校で指導とか、各部門でやっ

ぱり協力、生ごみの減量というのか食品ロスをなく

すというような運動は全体で取り組まないといけな

いんじゃないかなとそんなふうに思いますので、環

境部門だけを責めちゃいかんもんですから、そうい

う形である程度考えた中で減量に努めていただきた

いなと思います。 

 そういうことで、浜松市やなんかも食品ロス削減

のためということで、１つには家庭への啓発をする

と、それから２つ目には協力事業者と協働で事業

者・消費者への啓発をしていくとかフードシェアリ

ングをしていくとかこういうような具体的な話が食

品ロス削減のための取組をしてるというような形な

もんですから、削減計画をつくるのもいいですけど、

こういうことも併せてやるような形で進めていって

いただきたいなとそんなふうに思います。そういう

ことでどうでしょう。 

○議長（加藤弘己） 高柳議員ちょっといいですか。

４番の当局からの答弁はよろしいですか。 

○８番（高柳達弥） 今お願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 自分であまり答えを言っちゃ

駄目ですね。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 フードバンク等、既におぼとの１階に常設でやっ

ております。それから健康福祉部のほうになります

が、エコクッキングということでそういったごみを

出さないようなやり方で調理をしていこうとそうい

った料理教室等も取り組んでおりますので、そうい

ったことも含めて今後食品ロスの削減のほうへ取り

組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） そういうことでよろしくお願

いいたします。 

 ちょっと湖西市の取組ということを報告させてい

ただきたいと思いますけど、今環境のほうでキエー

ロという容器のほうも環境の取組の中で今までに令

和元年時点で900基がキエーロ容器を配布しておる

というような状況にあります。また、堆肥容器の補

助ということで、これも令和元年度には1,700件の

補助をしておるということで、本当にこれは先進的

な取組じゃないかなということで思っております。

そういうことで、それを見てみますとこれもＳＤＧ

ｓの先進地調査というのを見ますと、家庭用生ごみ

減量リサイクルに向けた住民向けの制度や取組で全

国511市ある中で湖西市は10市だよと、10市の中に

入りますと、所沢市とか加古川市とか岡山市とかい

ろいろありますけど、その中の10市に入るというよ

うなことで、本当にこういう取組、いろいろさっき

も言いましたけどが、減量対策には本当に取り組ん

でいっていただいてるということでありがたく思っ

ております。 

 そういうことで、その実施の中に選ばれた選定内

容を申し上げますと、４つあるわけですけど１つ目

には家庭用の生ごみ処理機の購入時の助成制度、そ

れから２つ目には家庭用生ごみ推進化容器購入時の

助成制度、３つ目には家庭用生ごみ堆肥化容器を住

民に配布、それから４つ目には堆肥化容器を作成す

る講習や講座を開いてると、こういうのが評価され

て全国500の市の中で10市の中に選ばれたというこ

とで、大変いい活動をしてる、あと施策で実行され

てるということで紹介させていただきました。 

 そういうことで、引き続いてこの減量化のほうへ

と資源化のほうへ取り組んでいただきたいなと思い

ます。 

 では、そういうことでこれで質問は終わりにした

いと思いますが、最後にＳＤＧｓの先進度調査でい

きますと先ほど申し上げたように353位にあるとい

うことですけど、前回、２年前の調査からは100番

ぐらい下がってしまったというようなことですが、

そういうことですがごみの減量やさっき言いました

ようにリサイクルに向けては前向きな成果が見られ

ますが、しかしながらこのＳＤＧｓの中で経済・社

会・環境の分野の中での環境評価ではやっぱり県下
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の中ではそういう成果があっても県下の中で合併前

の市がありますよね、その市の中ではやっぱり努力

したにもかかわらず下のほうの位置にあるという形

の中で、そのためには省エネとか再生とかエネルギ

ーの面での環境を併せた中で取り組んでいかないと、

県下の中でもある程度の位置まで上がらないという

ことですので、そういうことで今後、この環境分野

のレベルをアップするためには経済・社会分野との

総合評価において全国691市の中でも県下の他市並

みということですね、他市並みに、100番台ぐらい

になるような形の位置を占めることができるように

するためには、やっぱり全庁的な取組をしないと環

境分野、社会・経済分野を併せた中で進んでいかな

いと100番台の上位のほうに上がれないということ

ですので、やっぱり全庁的な取組をお願いしたいと

思いますが、このＳＤＧｓに対しまして取組につい

て市長さんの心意気のほうをお願いしたいと思いま

す。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 どこからどこまでしゃべっていいのかなかなか難

しいんですけれども、議員のおっしゃるＳＤＧｓは

もちろん昨日、御議論いただいた市の新しい総合計

画にも、17のゴールそれぞれ目標値もＫＰＩも含め

て様々なところに取り入れさせていただいておりま

すし、環境分野、もちろんさっきの経済・社会も含

めてですけれども新たな取組も含めて進めていかな

ければいけないというふうに思っております。特に

環境分野は、今議員からの御質問で幾つかあったと

おり、環境センター、令和６年２月、焼却再開に向

けて、これも昨日、御議決をいただいた初めてのＰ

ＦＩ含めて担当職員さんをはじめ、全庁的にこうい

った環境の取組というのはしっかり進めていかなけ

ればいけないと思っております。 

 また、浜松市さんが今議員からの御紹介で家庭ご

みというのかごみの減量というお話ありましたけれ

ども、まさにこれは浜松市としてもやっぱり今清掃

工場だったり環境センターだったり修繕でだったり

新しいのをつくられたりしていて、相当こういった

ごみ処理含めて相当なコストがかかってるという危

機感は持たれているということがありまして、これ

はやはり湖西市も一旦、最初はいい話だということ

で燃えるごみを浜松市に委託したけれども、結果的

にどんどん足元を見られて値段を上げられて、結果

的に今回はやっぱり再開しましょうという話になっ

てきたわけですから、そこは今浜松と湖西だけじゃ

なくて愛知県の隣の市町村とか県の東部の市町村で

も市町村同士がけんかしてるところはいっぱいある

わけで、なかなか環境での処理というのは、理想は

広域だけれども現実的には各論としては非常に難し

いと、その中で湖西市単独の道として環境センター

をはじめこういったＳＤＧｓの取組はしっかりやっ

ていかなければいけないと思っております。 

 なかなか総論で言っても、あとは本当に環境セン

ターをはじめ各論でのごみの削減、議員からも御紹

介あったとおりキエーロをはじめとした先進的な取

組も従来から行っていただいておりますので、さら

にこれからＳＤＧｓという掛け声とともに中身も充

実させていただくような、食品のロスもそうですけ

れども一つ一つそこは前向きに取り組んでいきたい

というふうに考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） ありがとうございました。全

庁的にということで進めていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 これで一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（加藤弘己） 以上で８番 高柳達弥君の一

般質問を終わります。 

 ここで休憩を取りたいと思います。暫時休憩とい

たします。再開を14時25分とさせていただきます。 

午後２時14分 休憩 

───────────────── 

午後２時25分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 次に３番 滝本幸夫君の発言を許します。それで

は、３番 滝本幸夫君。 

  〔３番 滝本幸夫登壇〕 

○３番（滝本幸夫） ３番 滝本幸夫です。本日は
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空き家対策と活用について一般質問させていただき

ます。 

 質問しようとする背景や経緯。市内各所を回って

みますと、地元白須賀をはじめとし、空き家になっ

てから適切な処理が施されてないまま放置された箇

所が目につきます。今回は、空き家の維持管理及び

解体撤去に関する問題点と、幅広い利活用について

伺います。 

 質問の目的。空き家の持続的な新しい利活用を進

めていただくことや維持管理、また自然災害発生で

近隣の住民に影響を及ぼすおそれのある空き家の事

前防御策の周知徹底をお願いしたい。 

 質問事項として１番、前回、空き家バンクの登録

についての質問で、新たに店舗兼住宅における登録

という提案をお聞きしましたが、その後どのような

取組をなさっていますかをお伺いします。よろしく

お願いします。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

  〔都市整備部長 土屋守廣登壇〕 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 ９月の議会定例会終了後からこの12月にかけて、

湖西市商工会、新居町商工会、鷲津商店街協同組合、

泉町発展会の各会を訪問させていただいております。

この中で空き家となっている店舗兼住居の現状につ

いてのお話を各商工会等からお聞かせいただくとと

もに、本市における空き家バンク制度と空き家に関

する相談業務を本市で行っているということを御案

内させていただいております。 

 店舗兼住居に住まわれてる方が移転をして、ほか

の土地に新居を構えるなどの計画をされるようなと

きには、空き家バンクの活用について両商工会、商

店街、発展会からも会員の皆様へ御紹介いただける

ようにお願いをしてまいっております。今後も情報

を共有して連携を図って取り組んでまいりたいと考

えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 滝本幸夫君。 

○３番（滝本幸夫） ただいまの御答弁で、商工会

や商店街の現状の様子を聞いたということでおっし

ゃっておりますけれども、差し支えなければ状況と

いいますかどの程度の話の内容ですか、話していい

ところで結構ですのでお聞かせいただけますか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 話の内容としては、店舗兼住居だったものには、

お店を辞めてしまっても依然として住居もあるもん

ですから住まわれてるということで住んでいるよと、

空き家ではないというようなこととか、そういう方

に店舗部分を貸す話っていうのはなりにくいという

ようなこととか、空き家になっても相続人が湖西市

外に住んでいる、実際に困っていないということか

ら売買もされていないというようなケースがあると

いうお話を伺っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 滝本幸夫君。 

○３番（滝本幸夫） 私の済んでいる白須賀でもや

はり同じような状況で、表のお店は空き家でありま

すけれども、奥や裏のほうや２階で生活してるとい

うところが多いので、なかなか今の時点では動きが

ないかなと思います。いずれ空き家になるというこ

とも考えられるので、先ほどお答えいただいた空き

家バンク制度と空き家相談を行っているということ

を今後も積極的にＰＲしていただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 次に、２番目へ行きます。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○３番（滝本幸夫） 維持管理がされていないため、

近隣の住民に影響を及ぼすような空き家について、

初期対応の取組としては空き家相談や空き家バンク

登録など利活用の推進を行っていることや、環境衛

生面や建物の破損等における管理指導も行っている

などを認識しているが、その状況として本年度は所

有者の方にどのような問題でどのように指導され、

その事例が何件ほどありましたか、分かる範囲で教

えていただきたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 平成25年度に各自治会のほうにお願いして報告を

いただいておりまして、市民の方から御相談をいた

だいた空き家ということについて、今までに経過観

察というものを行っております。現在のところ、そ

れらが合わさって30件、経過観察をしております。
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本年度、これまでに近隣の空き家の維持管理に関す

る市民の皆様からの御相談というのが合わせて11件

ございました。この11件の内訳としましては、空き

家の瓦やトタン板など建物からの飛散に関するもの

が５件、草木の繁茂に関するものが６件ございまし

た。 

 これについては所有者などに通知をして、適正な

管理をお願いしております。建物に関して対応して

いただいたものが１件、草木に関して対応していた

だくのが１件、その他につきましては引き続き対応

をお願いしているところでございます。以上となり

ます。 

○議長（加藤弘己） 滝本幸夫君。 

○３番（滝本幸夫） 問題が発生したときに、やは

り今の外観的なもの、いわゆる景観が悪いとかそう

いうことも当然あるわけですから、お願いするって

いう範囲でしか無理な状態ですかね、やはり法律で

定めるというようなことじゃなくて取りあえずはお

願いということで回られているということでよろし

いわけですか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） 個人の所有物という

ことでありますし、今の段階ではお願いと。ただ、

状況によっては例えば公道上、道路上に飛んでくる

とかっていうことがあればやはり危険になるという

ことで、これについては例えば道路法の範囲で措置

をするだとかという対応はさせていただいておりま

す。また、草木の繁茂についてもやはり度を超える

というか、通行にやっぱり影響があるようなところ

についてはもうちょっと強いお願いをしてまいって

いるところでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 滝本幸夫君。 

○３番（滝本幸夫） 分かりました、ありがとうご

ざいます。お願いの範囲をでないっていうことにな

れば、やはり特定空家という形の判断をしていかな

きゃならないと思いますけれども、３番目としてち

ょっと行きたいと思いますけどよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○３番（滝本幸夫） 所有者がいつまでも対応して

くれない場合や所有者不明の場合など、実際に私が

住んでる地区においても道路沿いで何らかの問題が

あり、なかなか手がつけられてない状況の空き家が

あります。特定空家に関する措置として、現在、法

整備などはどのような状況にあるのかと思い、それ

を一つお願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 危機管理監。 

○危機管理監（小林勝美） それではお答えいたし

ます。 

 空き家等に関する法律といたしましては、平成26

年に空家等対策の推進に関する特別措置法が制定さ

れておりまして、それまで法的な根拠がなかった空

き家等への対応が法的に定められたところでござい

ます。 

 この法律では保安上、危険となるおそれのある状

態であったり、衛生上、有害となるおそれがあるな

どと認められる場合の空き家等を特定空家と定義し、

所有者等へ適切な管理のための助言、指導、勧告、

命令等の対応を行うことができるとされております。

また、このような対応をしても所有者の方等が必要

な措置を行わない場合につきましては、行政代執行

ができるというふうにされております。 

 本市におきましては、平成31年２月に湖西市空家

等対策計画を策定し、本計画に基づき空き家等への

対応を行うこととしております。 

 現在、法律や空家等対策計画に基づく特定空家等

への対応について、国のガイドラインや先進事例を

調査研究をしまして、具体的な方法について検討し

ているところでございます。適切な対応を今後も実

施できるよう努めてまいりたいと思います。以上で

ございます。 

○議長（加藤弘己） 滝本幸夫君。 

○３番（滝本幸夫） ありがとうございます。なか

なか難しい問題が絡んでいて、私が聞いてる範囲だ

けでもいろいろ問題が途中まで行って止まっちゃっ

てるとかそういったことっていうのは聞いておりま

すもんですから、それについては新しい形っていい

ますか、今までどおりのお願いプラス今おっしゃっ

たような代執行ですね、こちらに向けてやっていか

なきゃなんないのかなと思われるのが非常にありま

す。 



 

１４６ 

 たまたま今年度は台風も来なかったもんですから

壊れなかったですけど、実際に見ますと壊れる寸前

というところまで行っておりますので、これは早い

とこやってかないと事が起きてからじゃ遅いんじゃ

ないかということを非常に感じておりますもんです

から、もう一度現場を一応確認していただいてどう

いうふうにされるのが一番いいのか、私もできるこ

とはやりますけれども、一応行政としての動きとい

うことでやっていただきたいなと思いますので、何

とぞよろしくお願いいたします。 

 この空き家の問題につきましては、やはり移住定

住問題も絡んでおりますもんですから、やはりきれ

いにして来ていただければ非常にありがたいことで

すので、今日、新聞なんかにもどこに移住したいん

だということで載っておりましたね、静岡県１位で

したけども、みんなに聞くと東だけだろうと言って

るんですけども、一番西にある湖西市も当然のごと

く静岡県内に入ってるわけですから、その中でやは

りできる限りのことをして迎えるという姿勢をやっ

ぱり取っていかなきゃいけないんじゃないかと思わ

れますので、この問題についてはこういう形で進め

ていって、協力体制を取りながら移住定住促進につ

なげていければなと思っておりますのでよろしくお

願いいたします。ありがとうございました。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 以上で３番 滝本幸夫君の一

般質問を終わります。 

 次に２番 加藤治司君の発言を許します。それで

は２番 加藤治司君。 

  〔２番 加藤治司登壇〕 

○２番（加藤治司） ２番 加藤治司です。今日の

最後ということでよろしくお願いします。 

 主題は湖西市の都市計画マスタープランについて

ということです。今、今回の議題の中にもあります

けども来年度から実施される第６次総合計画もされ

ていますが、その中でも、それと同時にいろんな計

画が新しく見直されていますけども、その中核であ

る湖西市都市計画マスタープランは平成26年に作成、

施行されて第６次総合計画になっても継続されます。

そういうことで総合計画のプランと都市計画の今ま

での既存のものを見比べる中で、幾つか確認したい

点が出てきましたので今回質問させていただきます。 

 皆さん御存じのように都市計画はあるべき姿を追

って適正に都市を発展させるためにつくられている

わけなんですけども、この計画の中にも人口動向と

か産業動向、いろいろその他の計画があったときは

見直すということが書かれています。そういう趣旨

から確認させていただきます。 

 質問事項の１番ですけれども、令和２年度はコロ

ナ対策に追われました。６月か９月の議会の中でも

予算の見直し、補正等がありましたけども、そうい

う中で都市計画マスタープランへの影響はいかがだ

ったでしょうか、確認します。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

  〔都市整備部長 土屋守廣登壇〕 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 都市計画マスタープランは、おおむね20年後の将

来を見据え土地利用、都市施設や市街地開発などの

都市計画決定の根拠となる計画となっております。

このマスタープランの将来都市構造図というのがご

ざいます。ここに市の重点事業となっております浜

名湖西岸地区新産業拠点及びそのアクセス道路とな

る都市計画道路大倉戸茶屋松線の整備が示されてお

ります。 

 浜名湖西岸区新産業拠点というのは、現在行って

おります浜名湖西岸土地区画整理事業になります。

この浜名湖西岸土地区画整理事業につきましては、

議員も御承知だと思いますけれども令和２年７月、

昨年の７月に土地区画整理組合を設立いたしました。

その後、造成工事に着手しております。また、都市

計画道路大倉戸茶屋松線の整備につきましては、当

初の予定どおり令和５年７月頃までの進出企業の一

部操業開始に合わせまして、平成30年度より道路築

造工事を進めているところでございます。 

 新型コロナウイルスの影響によりまして、税収減

ということになっておりますけれども、こういう厳

しい財政状況の中ではございますけれども、都市計

画マスタープランに示された事業というのは優先し

て行ってまいっております。したがいまして、新型

コロナウイルス対策に伴う都市計画マスタープラン
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への影響は、今のところないものと考えております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 答弁ありがとうございました。

大きな開発については、私も時々あそこの道を通る

もんですからすごいスピードをもって進められてい

るのは分かります。 

 一つ、私まだ新人の枠の中にあるということで確

認させていただきたいんですけども、都市計画とい

うのは県の指導の下進められてると思うんですけど

も、そういう中でこの２年になりますけども、見た

ことがないんですけどもいつまでに何をするという

具体的な計画というのはあるんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 現在、事業化されておるものについては何年頃と

いうことで目標を決めて事業を行っておりますけれ

ども、事業化になってないもので都市計画マスター

プランに記載されているものというのは、先ほど申

しましたけどマスタープラン上は20年後の将来を見

据えています。それから先日ちょっと都市計画審議

会にかけさせていただいた地域マスタープラン、県

のほうでやっております。その中でもやはり20年後

ということで、記載されているものはございますけ

れども、事業化になって初めて何年後という形が出

るものですから、現在行ってる事業のみは何年後を

目標ということで決めさせていただいてます。以上

です。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 分かりました。私が勉強不足

でそういう事業計画を見てるわけじゃなくて、事業

化になったものについてやってるということですか

ら、あまり先のことまでないわけですよね、分かり

ました。そこも非常に知りたいとこでした。 

 次に２問目ですけども。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○２番（加藤治司） 令和３年度から実施される第

６次総合計画に合わせて、全体構想とか地域別構想

に変更、追加というのは何か検討されていますでし

ょうか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 現在の都市計画マスタープランは、先ほど御答弁

しましたようにおおむね20年後の将来を見据え、平

成26年３月に策定しております。都市計画マスター

プランには、既にコンパクトシティの考え方を基に

計画が策定されております。 

 現在、策定中の湖西市立地適正化計画や第６次湖

西市総合計画もその考え方が踏襲されております。

また、都市計画マスタープランは市が行う都市計画

の決定や変更などの根拠となるものであることから、

例えば今後予定されております浜松三ヶ日・豊橋道

路のルート案及びインターチェンジの位置などが決

まってくれば、都市計画道路としての都市計画決定

及び特にインターチェンジ周辺の土地利用を図って

いくための位置づけを本計画に反映させる必要が出

てくるということで、その際にはこの本計画の見直

しというのを行ってまいるということで考えており

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ありがとうございました。そ

ういう浜松三ヶ日・豊橋道路のような大きな事業が

具体的事業化になったら見直すということなんです

けども、先ほどの今の答弁の中でコンパクトシティ

の考え等を盛り込んでいろいろつくっておられると

いうことなんですけども、我々あまり、私じゃそう

言っちゃいけないんですけども、市民の側から見る

と今の計画の中にはコンパクトシティの具体的な計

画は示されてなくて、３番目に移りますけども、今

度令和３年度から実施される立地適正化計画、これ

になって初めて具体的なコンパクトシティ化への工

程表というか案が出されてきたというふうに認識し

ています。 

 そういう中で、市民の理解というのが非常に大切

だと考えております。私もこの立地適正化の新居の

説明会に参加したんですけども、参加者が四、五名

でありまして市民の理解は進んでいないんじゃない

かなと思います。非常にコンパクトシティ化という

のは重要なこれからの大きな柱になってくると思い

ますので、特に新居駅周辺の半径800メートルは津
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波によって浸水が予想されるため、都市機能及び居

住機能の誘導地区には含まないとなっていますんで、

そういうようなことを理解してもらうために再度市

民に分かりやすく説明する場を持っていただきたい

と思います。そういうお考えはいかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 今年度は立地適正化計画が今年度策定中でござい

まして、近々まとまってまいります。 

 先日、議員もおっしゃられましたように５つの地

区で地域別の説明会もさせていただいて、同時にパ

ブリックコメントを募集しました。素案を示してパ

ブリックコメントも募集させていただきました。た

だ、やはり今年度はコロナ対応ということで説明会

のほうにも市民の方たくさんというわけにはいかな

かったということもございますので、今後はやはり

必要に応じて地元で説明会とかも考えていかなきゃ

ならないと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ありがとうございます。ぜひ

とも、今いろんなことが来年度に向けて行われてい

ますけども、そういう立地適正化という言葉ももっ

と分かりやすい言葉に置き換えてもらって、市民の

関心を持てるような表現に変えてもらって説明して

いただきたいと思います。 

 ちょっとここで唐突にですけども、４番の質問で

すけども、いろいろ私も確認する中で都市計画審議

会は定期的に年一、二回開催されているんですけど

も、会議録が都市計画審議会規程第４条により非公

開になってるということで、それ２月ぐらいの時点

ですけどもなっていました。浜松とか他市では会議

録が公開されて、湖西市は何で公開されてないんだ

ろうというのが素朴な疑問でして、そこのとこら辺

をちょっとお伺いしたいんですけど。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 都市計画審議会は、湖西市都市計画審議会運営規

程というものに基づきまして運営をいたしておりま

す。この湖西市都市計画審議会運営規程につきまし

ては、昨今の情報公開の流れを受けまして令和２年

６月１日に本審議会については非公開から公開とし

ております。先日の２月３日に行いました都市計画

審議会においても公開ということで行わせていただ

いております。それから、議事録につきましては先

月令和３年２月16日に公開となるよう改正をしてお

ります。先ほど申しました令和３年２月３日に行い

ました令和２年度第１回湖西市都市計画審議会の議

事録につきましても、湖西市のウェブサイトにてア

ップさせていただいておるところでございます。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 了解しましたけど、ちょうど

タイミングが、違和感も覚えないではないんですけ

ども、そういうことでやっぱり非公開っていうと国

会のほうでもありますけども、何か隠してるんじゃ

ないかなという思いが多々持ちますんで、いろんな

ものを、どうしても公開しないとこは除けばいいわ

けですから、そこでやらなければいいんですから、

ぜひ公開の原則というのを守っていただきたいなと

思います。 

 最後５番になりますけども、今まで私の勉強不足

の中で今回の、最初に言いましたように総合計画と

今まで６年やってきた継続される都市計画マスター

プランを見直さなくていいのかという観点から確認

させてもらいましたけども、やっぱり６年前と比べ

ると少子高齢化とか人口減少とか公共施設の劣化は

激しくて修繕費が多くかかるとか、大きな工事では

ない部分で非常に行政を取り巻く環境の変化という

のは大きいと思います。そういう中で、市民の立場

から言うと都市計画がそのままなんじゃ何かおかし

いんじゃないかというような思いもあります。そう

いう行政側からじゃなくて市民の立場から見た場合

に見直すようなお考えというのはあるでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 変更しないわけではなくて、当然見直しをすると

いうのは前提にございますけれども、先ほども答弁

させていただいておりますけれども、浜松三ヶ日・

豊橋道路の計画など大きいプロジェクトが今後出て

くるということもございます。こういうような大き
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な動きがあった場合には、当然、本マスタープラン

については見直しを図っていかなきゃならない、ま

た社会経済情勢の変化というのが大きく変わってく

ればそれに合わせた、情勢が変わってくるというこ

とで見直しも当然図っていかなきゃならないと考え

ております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 今言われたように、状況の変

化に合わせて見直していただくということでよろし

くお願いしたいと思うんですけど、最後に答弁、お

願いですけども、先ほど申しましたように立地適正

化計画というのは来年度からスタートして、コンパ

クトシティの考え方、それは人口減少とか財政問題

とかいろんなことの中で国土交通省から出された方

針ですけども、そういう一般の市民というのはやっ

ぱり都市計画というのは昔から慣れ親しんだ計画で、

立地適正化とか言われてもなかなかぴんとこないも

んですから、特に新居地区想定されますんで、そう

いうとこに住んでる方の心情をもって都市計画も早

めに分かりやすく、こんなビッグプロジェクトなく

てもやっぱりそういう方向に持っていくんだという

ことをコンパクトシティ化に持っていって、そうい

うことを理解してもらうような動きをぜひともお願

いして質問を終わりたいと思います。以上です。 

○議長（加藤弘己） 以上で２番 加藤治司君の一

般質問を終わります。 

 一応終わりましたけど、暫時休憩としましてちょ

っとこのままお待ちください。 

午後２時57分 休憩 

───────────────── 

午後２時59分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 これをもちまして、本日の予定しておりました一

般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでご

ざいました。 

午後２時59分 散会 

───────────────── 


